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第９節 広域応援の要請及び県外支援 

 

 

 大規模地震時には、被害が拡大し各防災関係機関が単独でこれに対処することが困難な事態が想定さ

れる。 

 このため、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとともに、   

災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

 また、海外からの支援の受け入れについては、国の指導のもと体制整備に努めるものとする。 

 

１ 国等に対する応援要請（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

（１）職員の派遣要請又はあっ旋 

ア 市町村長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関の長に対

し、当該機関の職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣につい

てあっ旋を求める。 

イ 知事は、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請し、

又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣についてあっ旋を求

める。 

（２）応急措置の実施要請及び応援の要求 

ア 知事は、応急措置を実施するため必要があるときは、災害対策基本法第７０条第３項により、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応急措置の実施を要請する。 

イ 知事は、災害の規模等から都道府県間の応援要請のみでは不十分なときは、災害対策基本法第

第７４条の３第１項により、内閣総理大臣に対し、他都道府県の応援を求める。 

また、災害応急対策を実施するため必要があるときは、災害対策基本法第第７４条の３により、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援の求め又は災害応急対策の実施を要請

する。 

なお、具体的な要請の内容及び体制について検討するものとする。 

（３）知事は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは緊急消防援助隊の応援及び自衛隊の

派遣を要請する。 

   千葉県公安委員会は、広域緊急援助隊の派遣の要求に関し、他の都道府県警察に対して援助の  

要求をすることができる。 

 

２ 他都道府県等に対する応援要請（防災危機管理部） 

知事は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、次に掲げる協定に基づき他の都道府

県市に応援要請を行う。 

 （１）九都県市災害時相互応援に関する協定 

九都県市域において災害等が発生し、被災都県市独自では十分な応急措置ができない場合に、相

互応援が行われる。本協定の下、「九都県市広域防災プラン」を具体的行動基準とし、「域内応援マ

ニュアル」により広域応援を行う。 

（２）関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定 

カウンターパート方式により、職員の派遣、食料・飲料水及び生活必需品の提供、資機材の提供、

避難者及び傷病者の受入れ、車両等の輸送手段の提供、医療支援等の応援を実施する。 

 （３）震災時等の相互応援に関する協定 

  関東地方１都９県間の迅速な災害対応を図るため「１都９県震災時等相互応援協定活動マニュ

アル」を策定し、災害時における連携を図っている。 

（４）全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

 上記協定では対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下広域応援が行われる。 

        ＜資料編１－13 九都県市災害時相互応援に関する協定＞ 
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        ＜資料編１－13 関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定＞ 

        ＜資料編１－13 震災時等の相互応援に関する協定＞ 

        ＜資料編１－13 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定＞ 

 

３ 千葉県大規模災害時における応援受入計画（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、警察本部、

市町村） 

  大規模な自然災害発生時における県外からの救援部隊（自衛隊等）、医療救護活動（ＤＭＡＴ等）、

救援物資、ボランティアの受入れに当たっては、平成２８年３月に策定した千葉県大規模災害時にお

ける応援受入計画に基づき、円滑に受入れ、柔軟かつ迅速に広域応援体制を確立する。 

 

（１）救援部隊 

   被災状況等に応じて、広域防災拠点に指定している施設から、救援部隊の受入れ施設を選定する。 

   

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３１施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

東葛・葛南ゾーン 

陸上自衛隊松戸駐屯地 

海上自衛隊下総航空基地 

市営陸上競技場 

大堀川防災レクリエーション公園 

県立柏の葉公園 

自衛隊 

自衛隊 

消防、警察 

消防 

警察 

千葉中央ゾーン 

陸上自衛隊習志野駐屯地及び演習場 

陸上自衛隊下志津駐屯地 

岩名運動公園 

県総合スポーツセンター 

四街道運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊 

消防 

消防、警察 

市原・木更津ゾーン 

陸上自衛隊木更津駐屯地 

航空自衛隊木更津基地 

海上自衛隊木更津基地 

市原文化の森 

かずさアカデミアパーク 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊 

消防、警察 

消防、警察 

海匝・山武ゾーン 

県東総運動場 

昭和の森 

旭文化の杜公園 

松尾運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

消防、警察 

消防、警察 

長生・夷隅ゾーン 

いすみ市文化とスポーツの森公園 

県立長生の森公園 

大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

睦沢町総合運動公園 

長南町陸上競技場 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊 

館山・鴨川・勝浦ゾーン 

海上自衛隊館山航空基地 

航空自衛隊峯岡山分屯基地 

鴨川市総合運動施設 

道の駅ふれあいパークきみつ 

県立館山運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

成田・印西ゾーン 
牧の原公園 

北羽鳥多目的広場 

消防、警察 

消防、警察 
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（２）医療救護 

 被災状況に応じて、災害医療本部が中心となり、広域防災拠点（災害拠点病院等）と連携し、県

外からのＤＭＡＴの受入れや重症傷病者の航空搬送等について調整する。 

 

広域防災拠点（災害拠点病院等） ２６施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途等） 

東葛・葛南ゾーン 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

海上自衛隊下総航空基地 

 

 

 

 

 

 

 

航空搬送拠点 

千葉中央ゾーン 

県救急医療センター 

千葉大学医学部附属病院 

千葉市立海浜病院 

国立病院機構千葉医療センター 

千葉市立青葉病院 

 

 

 

市原・木更津ゾーン 

県循環器病センター 

帝京大学ちば総合医療センター 

千葉労災病院 

君津中央病院 

 

 

 

長生・夷隅ゾーン 近隣の災害拠点病院が対応  

海匝・山武ゾーン 
総合病院国保旭中央病院 

東千葉メディカルセンター 

 

 

館山・鴨川・勝浦ゾーン 
安房地域医療センター 

亀田総合病院 

 

 

成田・印西ゾーン 

成田赤十字病院 

日本医科大学千葉北総病院 

県立佐原病院 

東邦大学医療センター佐倉病院 

 

広域災害医療拠点 

 

 

 

（３）救援物資 

   平成２５年１月に締結した「災害発生時等の物資の緊急・救援輸送、保管等に関する協定」に基

づき、民間物流事業者と連携のうえ、被災状況に応じて救援物資の受入れ先を選定し、物資の管理、

市町村物資拠点への輸送を行う。 
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  広域防災拠点（広域物資拠点） 民間営業倉庫及び２施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途等） 

東葛・葛南ゾーン 民間営業倉庫  

千葉中央ゾーン 

民間営業倉庫 

幕張メッセ 

県総合スポーツセンター 

 

予備 

予備 

市原・木更津ゾーン 民間営業倉庫  

長生・夷隅ゾーン 民間営業倉庫  

海匝・山武ゾーン 民間営業倉庫  

館山・鴨川・勝浦ゾーン 近隣の民間営業を活用  

成田・印西ゾーン 民間営業倉庫  

※ 民間営業倉庫については、「災害発生時等の物資の緊急・救援輸送、保管等に関する協定書実施

細目」に基づき、毎年４月に情報を更新する。 

 

（４）災害ボランティア 

   被害状況に応じて、県は広域災害ボランティアセンターを被災地域の近隣に設置する。当センタ

ーの運営は千葉県災害ボランティアセンター連絡会が行う。 

 

  広域防災拠点（広域災害ボランティアセンター） ５施設 

支援対象地域 

（おもな支援対象） 
名称 備考（施設名） 

東葛・葛南地域 

（浦安市～船橋市） 
東葛飾広域災害ボランティアセンター 西部防災センター 

千葉地域 千葉広域災害ボランティアセンター 県総合スポーツセンター 

木更津地域 
かずさ広域災害ボランティアセンター かずさアカデミアパーク 

安房地域 

海匝・山武・長生地域 九十九里広域災害ボランティアセンター さんぶの森公園 

夷隅地域 いすみ広域災害ボランティアセンター 大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

（５）運用 

県は、広域防災拠点の選定手順、広域防災拠点の運営、関係機関との調整等災害応急対策を実行

するための具体的な手続きについては、千葉県大規模災害時における応援受入計画に基づき、広域

防災拠点の運用を図る。 

広域防災拠点の施設管理者である市町は、「千葉県広域防災拠点施設の利用に関する協定」に基づ

き、施設の開錠等、拠点施設の利用に必要な協力を行うものとする。 

 

４ 県の市町村への応援（防災危機管理部） 

 知事は、市町村等から災害応急対策の実施のための応援要請があった場合は、速やかに調査の上、

関係職員の派遣や必要物資の提供等の応援を実施する。 

 特に、東日本大震災及び熊本地震の教訓を踏まえ、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低

下し、支援要請を行う余力がないと推測される市町村に対しては、積極的な職員の派遣による被害等

の情報収集や、要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活必需物資等を送り込

む「プッシュ型」による物資の供給を行う。また、市町村から職員派遣の要請がある場合または市町

村が災害対応能力を喪失したと認められる場合における、県職員の派遣による災害対策本部の運営支

援、物資の仕分け等の支援、避難所運営支援及び罹災証明書の交付支援等の人的支援措置をあらかじ

め定めるものとする。 
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５ 県による応急措置の代行（防災危機管理部） 

県は、県内で災害が発生した場合において、被災により市町村がその全部または大部分の事務を行

うことが不可能になった場合には、災害対策基本法第７３条により、応急措置を実施するため市町村

に与えられた権限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域

への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、または当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を

一時使用し、または土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急

措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる

権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、当該市町村に代わって行うものとする。 

 

６ 市町村間の相互応援（防災危機管理部） 

（１）被災市町村長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、県内市町村間で締結した「災害

時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき、他の市町村長に応援要請を

行う。 

（２）知事は、上記（１）の応援が迅速かつ的確に行われるよう、その総合調整を行うとともに、特に

必要があると認めるときは、他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示する。 

 この場合において知事は、応援を指示した市町村長に対し、次のことを示さなければならない。 

ア 応援をすべき市町村名 

イ 応援の範囲又は区域 

ウ 担当業務 

エ 応援の方法 

（３）市町村長は、被災市町村からの応援要請又は知事からの応援要請がない場合においても、被害の

状況等に応じ、自主的に応援を行う。 

＜資料編１－13 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

 

７ 市町村の受援計画（市町村） 

市町村は、災害の規模や被災地のニーズに応じて、円滑に救援部隊や他の地方公共団体及び防災関

係機関からの応援を受けることができるように、受援先の指定、受援に関する連絡・要請の手順、災

害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材

等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えた受援計画を定めるよう努めるものとする。 

 

８ 消防機関の応援（防災危機管理部） 

（１）被災市町村長（消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合を含む。）は、県内消防機関による

広域的な応援を必要と認めるときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動マニュ

アルである「千葉県消防広域応援基本計画」に基づき、他市町村に消防機関による応援を要請する。 

                    ＜資料編１－13 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

                  ＜資料編１－13 千葉県消防広域応援基本計画＞  

（２）知事は、緊急の必要があると判断したときは、「消防組織法第４３条に基づく知事の指示による  

千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、千葉県消防広域応援隊の出動を被災市町村以外の市町

村長及び消防機関の長に指示するとともに、県内の消防力を結集しても消防力に不足が生じると 

認められるときは、消防組織法第４４条の３の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊

や他の都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣等を要請し、緊急消防援助隊の応援等

の要請等に関する要綱に基づき策定された受援計画により、応援活動を受け入れる。 

  ＜資料編１－19 消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱＞ 

＜資料編１－18 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱＞ 

＜  〃    緊急消防援助隊の運用に関する要綱＞ 

＜資料編１－13 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 

（３）被災市町村以外の市町村は、被災市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域応援隊

の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動
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マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に基づく知事の  

指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施

に努める。 

 

９ 国土交通省所管の公共施設に係る相互応援（県土整備部） 

県土整備部長は、県及び市町村の管理する公共施設に係わる応急措置を実施するため必要があると

認めるときには、関東地方整備局及び１都８県５政令市の間で締結した「災害時相互協力に関する  

申合せ」に基づき、応援要請を行う。 

＜資料編１－13 災害時相互協力に関する申し合わせ＞ 

 

10 水道事業体等の相互応援（総合企画部、県土整備部、水道局） 

 水道事業体等の管理者は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県内水道事業体等

の間で締結した「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき、県の調整の下に他の事業体等に応援  

要請を行う。 

また、下水道についても、必要があるときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長

と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に関する協定書」により応急対策を行うと

ともに、県単独で対応できない下水道被害が発生した場合には、東京都など１都７県等との「関東  

ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、応急措置の支援を要請する。 

        ＜資料編１－13 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

        ＜資料編１－13 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

        ＜資料編１－13 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール＞ 

 

11 資料の提供及び交換（総務部、防災危機管理部、水道局） 

（１）防災関係機関は、災害対策上必要な資料又は調査の成果を相互に交換する。 

（２）知事及び指定地方行政機関の長は、災害応急対策に必要な職員の派遣措置が講じられるよう、  

あらかじめ関係資料を整備しておく。 

 

12 経費の負担（総務部、総合企画部、防災危機管理部、水道局） 

（１）国又は他都県、市町村から県又は市町村に職員派遣を受けた場合 

 国から県又は市町村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法、並びに他都県、他市

町村から県又は市町村に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定の方法による。                          

（災害対策基本法施行令第18条） 

（２）指定公共機関等から協力を受けた場合 

 指定公共機関等が県に協力した場合の経費負担については、各計画に定めるもののほか、その  

都度、又は事前に相互に協議して定めた方法による。 

 

13 民間団体等との協定等の締結（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察本部） 

 県は、大規模災害時における迅速な応急・復旧体制を図るため、必要と認めるときは、すでに協定

等を締結している各民間団体等に対し協力を要請する。 

       ＜資料編１－13 応援協定一覧表＞ 

 

14 海外からの支援受入れ（防災危機管理部） 

（１）国の緊急災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合、市町村及び消防機関との  

調整を行い、その受入れと活動の支援に努める。 

（２）海外のＮＧＯ（非政府組織）団体等から直接支援の申し出があった場合、次のことを確認した   

うえで、受入れを判断する。 

  ア 協力の内容、期間、人員 

  イ 入国上の問題点 
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  ウ 市町村、消防機関の意向 

 

15 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、水道局、

教育庁） 

  東日本大震災及び熊本地震で被災地に以下の支援を行った経験を踏まえ、県外被災地への支援の枠

組みを整備し、今後、県外で大規模な災害が発生した場合に被災地への迅速かつ円滑な支援を行う。 

（１）人材支援 

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＤＰＡＴ等） 

  イ 保健師チームの派遣 

  ウ スクールカウンセラー等の派遣 

  エ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応急危険度判定士の派遣 

  オ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等 

水道局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援に関する協定（平成10年5月18

日締結）」に基づき応援隊を派遣する。 

  カ 職員の派遣 

（２） 物資支援 

  ア 医薬品等 

  イ 救援・義援物資 

（３）その他 

  ア 被災者の移送 

  イ 震災に係る広域的な火葬受入 

  ウ 県所有入浴システムによる入浴支援 

  

16 広域避難（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、市町村） 

 県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに係る手続

を円滑に行うものとする。 

（１）広域避難の調整手続等 

 ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

  市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難を要する 

被災者の受入れについて、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市町村は同時被災な

ど受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れるものとする。県は、被災市町村

の要請があった場合には、受入れ先市町村の選定や紹介、 運送事業者の協力を得て被災者の運送

を行う等被災市町村を支援するものとする。 

 イ 都道府県域を越える広域避難 

   県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、県は被災市町村からの要請に応

じ、他の都道府県に対して受入れを要請するなどの協議を行い、運送事業者の協力を得て被災者

の運送を行う等被災市町村を支援するものとする。協議先の都道府県の選定に際して必要な場合

には、県は国を通じて、相手方都道府県の紹介を受けるものとする。 

  なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、県

内市町村との調整を行い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れを行う市町村を支

援するものとする。 

（２）広域避難者への支援 

   県は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等をもとに、支援を行うものとする。 

  ア 避難者情報の提供 

    住所地（避難前住所地）の市町村や都道府県では、避難者の所在地等の情報把握が重要となっ

ている。 
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避難者を受け入れた県及び市町村は、避難者から、避難先の市町村へ避難先等に関する情報を

任意にいただき、その情報を避難前の都道府県や市町村へ提供し、避難者への支援を円滑かつ効

果的に行う。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

  受入れ先市町村における公共施設等の受入体制を補完するため、県及び市町村は、広域避難者

に対し、公営住宅や民間賃貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 

ウ 被災者への情報提供等 

市町村は、被災者台帳の活用等により、被災者の居所の把握等情報収集を行うとともに、地域

外避難者に対し広報紙の送付やインターネット等による情報提供に努める。 

所在が確認できる広域避難者については、受入先都道府県、市町村と連絡を密にし、情報、サ

ービスの提供に支障が生じないよう配慮する。 
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第１０節 自衛隊への災害派遣要請 

 

 

 大規模な地震等の災害が発生し、住民の生命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、知事は、

災害派遣の要請を行う。 

 

１ 災害派遣の要請（防災危機管理部） 

  知事は、地震災害が発生し、人命又は財産の保護のために必要があると認めた場合、もしくは市町

村長から災害派遣の要請の要求があった場合は、自衛隊に対し災害派遣を要請する。また、事態の推

移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡するものとする。 

 

２ 災害派遣の方法（防災危機管理部、市町村） 

災害派遣については、災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

（１）知事の要請による災害派遣 

  ア 災害が発生し、知事が人命または財産の保護のため必要があると認めた場合、自衛隊に災害                 

派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

この際、県内に震度６強以上を観測した場合は、当該地域に陸上自衛隊の災害派遣を速やかに

要請する。 

イ 災害に際して被害がまさに発生しようとしている場合、知事が予防のため自衛隊に災害派遣を

要請し、事情やむを得ないと認められるときに実施される。 

ウ 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合で、市町村長が応急措置を実施するた

め必要があると認め、知事に対し災害派遣を要請するように求めた場合、これを受けて知事が自

衛隊に災害派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

市町村長は、知事に対して自衛隊に災害派遣の要請の要求を行った旨及び当該市町村の地域に

係る災害の状況を自衛隊に通知することができるものとし、自衛隊に通知したときは、速やかに

その旨を知事に通知する。 

（２）知事が要請するいとまがない場合等における災害派遣 

ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、市町村長から自衛隊が通報を受け、

直ちに救援の措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施される。市町村長が自衛隊に通

知したときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

イ  災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及びその

他の情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣す

る。 

ウ  災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行

う必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

エ  災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、当該救援活動が人命救助に関するもので

あると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

オ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生した場合、自衛隊が自主的

に派遣する。 
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（３）要請から派遣、撤収までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料編５－２ 自衛隊の災害派遣要請の様式＞ 

 

３ 災害派遣要請の手続等（防災危機管理部） 

（１）要請者 

 千葉県知事 

（２）要請手続 

ア 知事が自衛隊の派遣を要請するときは、次の事項を明らかにした文書をもって要請する。 

 ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭、電信又は電話で要請し、事後速やかに文書を  

送達する。 

（ア）災害の情況及び派遣を要請する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（エ）その他参考となるべき事項 

イ 災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉災害隊区長である第１空挺団長を、海上自衛

隊は横須賀地方総監を、航空自衛隊は中部航空方面隊司令官を、それぞれ窓口として実施する。 

 ただし、突発災害等において、時間的余裕がなく緊急に自衛隊の災害派遣を必要とする場合は、

直接最寄りの駐屯地司令等の職にある部隊等の長に対し要請する。この場合、事後速やかに通常

窓口となる部隊長に通知する。 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

災害発生 

 

 

部隊派遣 

(自主派遣) 

部隊派遣 

災害派遣活動 

派遣命令 

部隊の撤収 

派遣命令 

特に緊急性が高く知事などの 

要請を待つ時間がない場合 

直接通知 

（要請を要求できない場合） 

 

千葉県知事等 

 

市 町 村

長 

 

自衛隊（第１空挺団長等） 

 

千葉県知事に要請を要求 

 

・撤収命令 

・解除の実施命令 

派遣要請 

撤収要請 
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ウ 要請文書のあて先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自衛隊が災害派遣する場合の知事への通知 

   知事の派遣の要請または自衛隊自らの判断により、部隊を派遣した場合は、速やかに知事に派遣

部隊の指揮官の官職・氏名その他必要事項を通知する。 

 

４ 知事への災害派遣の要請の要求（防災危機管理部、市町村） 

（１）知事に対する自衛隊災害派遣の要請の要求は、原則として市町村長が行う。 

（２）市町村長が知事に対して災害派遣要請を要求するときは、次の事項を明記した文書をもって行う。 

 ただし、緊急を要する場合において、電話等で依頼し、事後速やかに文書を送達する。 

ア 提出（連絡）先  防災危機管理部危機管理課 

イ 提 出 部 数  １部 

ウ 記 載 事 項 

（ア）災害の情況及び派遣を要請する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域、活動内容 

（エ）連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等参考となるべき事項 

 

５ 自衛隊との連絡（防災危機管理部） 

（１）情報の交換 

 県防災危機管理部及び自衛隊は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、各種情報を  

迅速、的確に把握し、相互に情報を交換する。 

（２）連絡班の派遣 

 知事は、災害発生し、また発生のおそれのある場合は、関係部隊に連絡班の派遣を依頼する。 

 

区  分 あ  て  先 所       在 

陸上自衛隊に 

対 す る も の 

第 １ 空 挺 団 長 〒274-8577 船橋市薬円台3-20-1 

高 射 学 校 長 〒264-8501  千葉市若葉区若松町902 

第１ヘリコプター団長 〒292-8510 木更津市吾妻地先 

需 品 学 校 長 〒270-2288 松戸市五香六実17 

海上自衛隊に 

対 す る も の 

横 須 賀 地 方 総 監 〒238-0046 横須賀市西逸見町１ 

下総教育航空群司令 〒277-8661 柏市藤ヶ谷1614-1 

第 2 1 航 空 群 司 令 〒294-8501 館山市宮城無番地 

航空自衛隊に 

対 す る も の 
中部航空方面隊司令官 〒350-1394 狭山市稲荷山2-3 
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（３）連絡所の設置 

 県防災危機管理部は、災害派遣業務を調整し、その迅速化を図るため、通常は県庁内中庁舎１０

階に、状況等により指揮連絡上最も適切なところに、自衛隊連絡班による連絡所を設置する。 

 

６ 災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部、市町村） 

（１）他の災害救助・復旧機関との競合又は重複の排除 

 知事及び市町村長は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することのない

よう、重点的かつ効率的に活動を分担するよう配慮する。 

（２）作業計画及び資材等の準備 

 知事及び市町村長は、自衛隊に対する救援活動の要請に当たっては、どのような分野（捜索、   

救助、救急、緊急輸送等）についてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作成する

とともに、必要な資器材を準備する。また、施設土地等の使用に関して管理者の了解を得るととも

に、活動間を含め住民との連絡調整を実施する。 

（３）活動拠点及びヘリポート等使用の通知 

   知事及び市町村長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が実施できるように自衛隊の  

活動拠点、ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、関係機関等と協議のうえ、使用調整を実施

し部隊に通知する。 

（４）自衛隊装備品の主要性能等  

    ＜資料編５－４ ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

    ＜資料編５－５ 県有施設ヘリサイン設置場所一覧表＞ 

＜資料編６－５ 自衛隊の航空機、施設機材等主要性能一覧表＞ 

（５）災害派遣時に実施する自衛隊の救援活動内容 

ア 被害状況の把握 

  車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被害の状況を把握する。 

イ 避難の援助 

  避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者の   

誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

ウ 遭難者等の捜索救助 

  行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して、捜索救助を行う。 

エ 水防活動 

  堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

オ 消防活動 

  火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）を  

もって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤等は、通常県または市町村等が提供する

ものを使用する。 

カ 道路又は水路の啓開 

  道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去に当たる。 

キ 応急医療、救護及び防疫 

  被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常県又は市町村等の提供する

ものを使用するものとする。 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

  救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。この場合に

おいて航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

ケ 炊飯及び給水 

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

コ 物資の無償貸付又は譲与  

 「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和33年総理府令第1号）に

基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸与し、又は救じゅつ品を譲与する。 
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サ 危険物の保安及び除去 

 能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

シ その他 

その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

 

７ 災害派遣部隊の撤収要請（防災危機管理部） 

 知事は、災害派遣部隊の撤収要請を行う場合は、民心の安定及び民生の復興に支障がないよう、  

当該市町村長及び派遣部隊の長と協議を行う。 

 

８ 経費負担区分（市町村） 

 自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市町村が負担するものとし、２以上の

地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町村が協議して定める。 

（１）派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備品を除く。）等の購入費、借上料  

及び修繕費 

（２）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物、岸壁、曳船等の使用及び借上料 

（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料等 

（４）天幕等の管理換に伴う修理費 

（５）その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市町村が協議する。 

 

９ 自衛隊の即応態勢 

（１）情報収集 

  震度５強以上の地震が発生した場合は、速やかに航空機などで情報収集する。 

（２）初動対処態勢 

  ア 陸上自衛隊 

    各駐（分）屯地は、一部の勢力により、命令受領後、１時間を基準に出動できる態勢を維持し

ている。  

イ 緊急時の人命救助 

    救難用航空機として中型ヘリコプター各１機が待機している。 

（ア）陸上自衛隊 第１師団第１飛行隊（東京都立川市） 

（イ）海上自衛隊 第２１航空群（千葉県館山市） 
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第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 

 

 

 災害発生時は学校等における児童生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した場合でも早

期授業再開を目指す。 

 また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童生徒に対しての支援を行う。 

 文化財が被災した場合は、早急に被害状況を確認の上、保護し、文化的価値を損なわないよう被害の

拡大を防ぐ。 

 

１ 防災体制の確立（総務部、教育庁、市町村） 

（１）公立学校 

ア 防災教育の一層の充実 

  学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を   

通じて、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）

など、発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

イ 事前準備 

（ア）校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を策定し、実施するとともに、危

険等発生時対処要領を作成し、周知する。 

（イ）校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

ａ 計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

ｂ 児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検討する。 

ｃ 当該教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

ｄ 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させておく。 

ｅ 通学が広範囲となる県立学校等においては、交通網の遮断により帰宅できなくなる場合を

想定し、学校・地域の実情に応じて、必要な防災備蓄を推進するよう努める。 

ウ 災害時の体制 

  県は、東日本大震災の経験と教訓を活かし、今後発生が予想される首都直下地震などの揺れの

大きな地震に備え、授業中や保護者への引渡しなど状況に応じた教職員の対応、また、特別な  

支援を必要とする児童生徒への対応などを示した「学校における地震防災マニュアル」    

（平成24年3月）を作成した。 

  各学校は、このマニュアルを活用し、児童生徒の安全確保を第一とした防災体制を確立させる。 

（ア）校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

（イ）校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握すると  

ともに、当該教育委員会へ報告しなければならない。 

（ウ）校長は、状況に応じ、臨時休校等適切な措置をとり、当該教育委員会に報告する。 

（エ）校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員の   

配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を確立

する。 

（オ）校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致する  

よう速やかに調整する。 

（カ）応急復旧計画については、当該教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者  

及び児童生徒等に周知徹底を図る。 

エ 災害復旧時の体制 

（ア）校長は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童生徒に対しては被災状況を調査

し、当該教育委員会と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

（イ）被災地区の市町村教育委員会は、被災学校の校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を   

期する。 
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（ウ）校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどにより、

児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基づき、当該教

育委員会と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

（エ）当該教育委員会は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、   

学校が使用できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再開を

支援する。 

（２）私立学校（総務部） 

ア 防災教育の一層の充実 

  県は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じて、

自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、    

発達段階に応じた防災意識の向上に努めるものとする。 

イ 事前準備 

 校長は、公立学校に準じて災害時の学校安全計画を策定し、保護者及び児童生徒等に周知徹底

を図るなど、災害の発生に備えて適切な対策及び措置を講じる。 

 また、避難所に指定されている学校は、市町村と運営方法について、あらかじめ協議しておく。 

 県は、私立学校に学校安全計画の策定を指導する。 

ウ 災害時の体制 

 校長は、学校安全計画を基に、災害の状況に応じた適切な対策及び措置を執るとともに、被害

状況等を市町村及び県総務部学事課に報告する。 

エ 災害復旧時の体制 

 校長は、施設・設備並びに教職員及び児童生徒の状況を把握し、早期の授業再開及び平常授業

への復帰に努める。 

 

２ 学用品の調達及び支給（総務部、防災危機管理部、教育庁、市町村） 

  災害により、学用品を喪失またはき損し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校

等生徒に対して、教科書、文房具や通学用品等の学用品を給与する。 

（１）実施機関 

   教材・学用品の給与は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、市町村長が行うこととするこ

とができる。 

（２）学用品の給与 

ア 学用品の給与を受ける者 

（ア）災害によって住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水の被害を受けた児童生徒等で

あること。 

（イ）小学校児童（義務教育学校及び特別支援学校の小学部児童を含む。）、中学校生徒（義務教育

学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。）及び高等学校等生徒（高

等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及

び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生

徒） 

（ウ）学用品を喪失又は損傷し、就学に支障を生じている者であること。 

イ 学用品給与の方法 

（ア）学校及び教育委員会の協力を受けて行う。 

（イ）被害別、学年別の学用品購入（配分）計画を立てて行う。 

（ウ）実際に必要なものに限り支給する。 

（エ）文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

ウ 学用品の品目 

（ア）教科書及び教材 
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   小学校児童及び中学校生徒が「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）」

第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出、又はその承認を 

受けて使用している教材であること。高等学校等生徒が正規の授業で使用する教材であること。 

（イ）文房具 

  ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

（ウ）通学用品 

  運動靴、傘、カバン、長靴等 

 

３ 授業料等の減免・育英補助の措置（総務部、教育庁、市町村） 

（１）県 

ア 授業料の減免 

 生徒の保護者等の住家等に災害を受けた場合は、その被災の程度に応じて、千葉県立高等学校

授業料の減免に関する規程の措置をとり減免することができる。 

 また、私立高等学校が定めるところにより、被災した生徒の授業料の減免措置を行った学校 

法人に対し、千葉県私立高等学校授業料減免事業補助金交付要綱に基づき助成する。 

イ 育英補助の措置 

    被災したことにより千葉県奨学金貸付条例の奨学生の資格を有するようになった場合は、予算

の範囲内で貸付をし、また、現に奨学生であった者で、被災したことにより返還が著しく困難に

なった場合は、返還猶予をすることができる。 

（２）市 町 村 

 市町村は、被災した児童生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画を樹立して  

おく。 

 

４ 学校給食の実施（教育庁） 

  県は、学校の再開後、学校給食を再開するにあたっては、市町村等の要請に応じ、指導、助言を   

行う。 

  また、市町村等からの物資等の調達に関する要請を受けた場合に（公財）千葉県学校給食会等に応

援を要請する。 

 

５ 文化財の応急対策（教育庁、市町村） 

（１） 災害時の状況把握及び報告 

  ア 県は、市町村及び文化財所有者等からの報告・連絡により文化財の被害状況把握に努める。   

また、国指定等文化財については、状況を把握した後、速やかに文化庁に報告する。 

  イ 市町村は、文化財の被害状況を把握し、速やかに県に報告する。 

  ウ 文化財所有者等は、安全を確保した上で、文化財の被害状況を確認し、市町村を経由し県に   

報告する。 

（２） 災害時の応急措置 

  ア 県は、必要に応じて文化財担当職員を現地に派遣して状況を確認し、応急措置等の指導・助   

言を行うとともに、その復旧計画の策定に際して必要な指導・助言及び支援を行う。 

  イ 市町村は、文化財所有者等や地域住民等と協力し、必要に応じて、応急的修理等の救済措置   

を講ずる。 

  ウ  文化財所有者等は、危険のない範囲で、応急的措置や災害の拡大防止に努める。 

    建造物については、市町村等の協力を得て、二次的災害から文化財を保護し、その文化的   

価値が失われないよう措置をとる。 

    有形文化財について、収蔵・展示施設が被災した場合は、県・市町村及び地域住民等の協力   

を得て、可能な限り速やかに当該施設から搬出し、その保護を図る。 

    記念物については、市町村等の協力を得て、二次的倒壊・崩落を極力防止するため応急的   

措置を講ずる。 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

 

 

 震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生し、集団

転倒に巻き込まれたり、経路上の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷するおそれがある。

また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動の妨げとなる可能性もある。 

 このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰宅困難者

等への速やかな情報提供、帰宅困難者等の安全確保、救急・救助活動が落ち着いた後の帰宅支援を実施

する。 

 

１ 一斉帰宅抑制の呼びかけ（防災危機管理部） 

  震災発生直後の一斉帰宅行動を抑制するため、県は、県民、企業、学校など関係機関に対し、国、

周辺都県、市町村と連携して、テレビやラジオ放送などを通じてむやみに移動を開始せずに職場や学

校などの施設内に留まるよう呼びかけを行う。 

  また、呼びかけの効果を高めるため、エリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ＳＮＳな

どの媒体を活用した一斉帰宅抑制の呼びかけについても検討・実施していく。 

 

２ 企業、学校など関係機関における施設内待機（総務部、教育庁） 

  企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童生徒及び施設の被害状況を確認するとともに、

行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で、従業員、顧

客、児童生徒を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

 

３ 大規模集客施設や駅等における利用者保護 

  大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関から提供

される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所へ保護する。 

 

４ 帰宅困難者等の把握と情報提供（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

（１）帰宅困難者等の把握と混乱防止 

   県は、大規模集客施設や駅等の周辺における混乱を防止し、付近で発生した滞留者や都内から幹

線道路などを通って徒歩により県内に移動してくる帰宅困難者等について把握するとともに、関係

機関へ情報提供を行う。 

（２）帰宅困難者等への情報提供 

   県及び市町村は、地震に関する情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、

テレビ・ラジオ放送やホームページなどを活用し、情報提供を行う。 

   また、駅周辺ごとに設立される駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、あらかじめ確立   

された情報連絡体制及び提供方法に基づいた情報提供を行う。 

   さらに、市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータ

ルサイト、ＳＮＳ、駅周辺の大型ビジョンやデジタルサイネージなどを活用した情報提供について

も検討・実施していく。 

 

５ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導（全庁、市町村） 

（１）一時滞在施設の開設 

   県及び市町村は、あらかじめ一時滞在施設として指定した所管の施設について、被災状況や安全

性を確認した後、一時滞在施設として開設する。 

   また、市町村は区域内の民間施設管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

   市町村は、一時滞在施設の開設状況を集約し、県へ報告するとともに、駅、大規模集客施設、   

帰宅困難者、企業等へ情報提供を行う。 
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   併せて、県からも県内の一時滞在施設の開設状況をホームページなどに掲載するなどして提供 

する。 

（２）一時滞在施設への案内又は誘導 

   大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、各事業者が市町村や警察等関係  

機関と連携して一時滞在施設へ案内又は誘導する。   

（３）一時滞在施設の運営 

   施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れることとし、運営に当たっ

ては、必要に応じて帰宅困難者に協力を求めることとする。その際、県や市町村は関係機関と連携

し、施設管理者に対して、災害関連情報や公共交通機関の運行・復旧状況などの情報を提供する。 

 

６ 徒歩帰宅支援（防災危機管理部、市町村） 

（１）災害時帰宅支援ステーション協定締結企業等に対する支援要請 

   県及び市町村は、震災発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド

など、災害時帰宅支援ステーション協定を締結している事業者に対し、九都県市と連携して支援の

要請を行う。 

＜資料編１－13 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書＞ 

＜資料編１－13 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書＞ 

（２）徒歩帰宅支援 

   職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を開始  

することになる。 

   その際、県及び市町村は、徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対し、帰宅支援対象道路沿いの道路状

況、沿道の被害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーションの開設情報などをテレビ・ラジオ放送や

ホームページなどを活用し提供する。 

   また、市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータル

サイト、ＳＮＳ、駅周辺の大型ビジョンやデジタルサイネージなどを活用した情報提供についても

検討・実施していく。 

 

７ 帰宅困難者（特別搬送者）の搬送（防災危機管理部） 

  障害者、高齢者、妊婦又は乳児連れの方など自力での徒歩が困難な特別搬送者については、臨時  

バスやタクシーなどによる搬送が必要となるため、県は、関係機関と連携し搬送手段の確保に努める。 
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第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 

 

 地震により多数の傷病者が発生し、また、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著しい影響

があるとき又は感染症等が流行するおそれがある場合、関係機関と連携をとりながら、被災者に対して

保健衛生及び防疫活動を行う。 

 また、震災により、家屋の倒壊や多量のごみ等が排出されるなど、生活上いろいろな面で不都合が生

じてくるため、被災地の住民の生活に支障がないよう環境の保全を図る。 

 

１ 保健活動（健康福祉部） 

（１）健康福祉センター（保健所）は災害発生時、把握している要配慮者の健康状態の把握を行い、市

町村が把握する要配慮者等に関する情報との共有・交換を行う。 

（２）健康福祉センター（保健所）は、保健活動チームを編成し、市町村と連携して避難所や被災地域

において、巡回による被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理を行う。 

   特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体を動かせる場の提供や他者等とコミュ

ニケーションが図れるよう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

（３）健康福祉センター（保健所）は、災害発生後早い時期から、心のケア、食中毒や感染症の発生予

防等について、市町村と連携して予防活動を実施する。 

（４）健康福祉センター（保健所）は、市町村が設置した避難所において、できるだけ早期に健康相談

が実施できる体制（人・場所）を支援する。また、健康相談においては被災者の健康管理と併せて、

避難所における特異的な健康課題となる環境整備、感染症予防、深部静脈血栓症/肺塞栓症（いわゆ

るエコノミークラス症候群）等に対して、積極的な予防活動を継続的に行う。 

（５）健康福祉センター（保健所）は、平常時から、市町村と連携し、避難所等における予防活動や心

のケア等のチーム編成等の体制の整備に努める。 

（６）健康福祉センター（保健所）は、（１）から（４）までの活動をする際、市町村から、住民の健康

情報及び県からの保健師等の派遣要請の必要性について聴取した上で、県に報告する。 

   県は、派遣要請を受けた場合、速やかに派遣計画を策定し、市町村のニーズに応じた派遣を行う。 

 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

 健康福祉センター（保健所）は、地震の影響等により飲料水の汚染等のおそれがある場合は、飲料

水健康危機管理対策活動要領に基づき対応するとともに、市町村と協力して被災者に対し適切な広報

及び指導を行う。 

 

３ 防 疫（健康福祉部、市町村） 

 災害時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、迅速かつ的確に防疫措置を推進する。 

（１）防疫体制の確立 

 県及び市町村は、発生した災害に即応した対策を樹立するとともに、体制の確立を図り、適切な

措置を講ずるものとする。 

（２）実施主体 

 地震の際の防疫活動は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染

症法」という。）」（平成10年10月2日法律第114号）に基づき、市町村及び県が実施する。 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）検病調査及び健康診断 

 健康福祉センター（保健所）は、災害の規模に応じ地区医師会・市町村等関係機関の協力を

得て、避難所等を重点に検病調査及び必要に応じ感染症法に基づく健康診断を実施する。 

（イ）市町村に対する指導及び指示 
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 県は、感染症予防上特に必要と認めるときは、感染症法に基づき必要な指示、命令を行うも

のとする。 

（ウ）広報の徹底 

（エ）防疫活動に必要な資材の供給 

 人員・資材（主に薬剤、ワクチン）の輸送は、必要に応じ、全健康福祉センター（保健所）、

県等の車輌を動員するものとする。 

（オ）感染症法第３１条による給水制限 

（カ）被害状況の国への報告 

（キ）消毒の実施 

感染症法第２７条の規定により、消毒を行うものとし、使用する薬剤及び器具等については、

速やかに整備拡充を図るものとする。 

イ 市町村の業務 

（ア）防疫措置の強化 

 災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 

（イ）広報活動の実施 

 地区住民の社会不安の防止を図るため、広報活動の強化に努める。 

（ウ）消毒の実施 

 感染症法第２７条の規定により消毒を行うものとし、使用する薬剤及び器具等については、

速やかに整備拡充を図る。 

  （エ）県への支援の要請 

     避難所等で感染症等の発生が危惧される場合において、防疫用薬剤の不足が見込まれる場合

は、速やかに、県に対して、薬剤の供給の支援を要請する。 

（４）患者の入院 

 健康福祉センター（保健所）は、感染症法第１９条の規定により必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、健康福祉センター（保健所）等を利用して整

備する地域保健医療救護拠点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑化を図るものと

する。 

（６）報告 

 市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時健康福祉センター（保健所）に報告する。 

 

４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、警察本部、市町村） 

 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ各般の事情により既に死亡していると推定される者に

対して速やかに捜索を実施し、災害の際に死亡した者を一時的に収容するための収容場所、搬送手段

及びドライアイス等死体の処理に必要な物資を確保し、死体識別等のための処理を行い、かつ死体の

応急的な埋葬を実施する。 

（１）実施機関 

ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、市町村長が行う。 

    ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、市町村長が行うこととする

ことができる。 

イ 当該市町村限りで処理不可能な場合は、｢千葉県広域火葬計画｣に基づき、近隣市町村、県、国

その他の関係機関の応援を得て実施するものとする。 

  また、県は、「千葉県広域火葬計画」に基づく遺体の処理体制を構築するために、市町村、火葬

場及び応援協定締結団体との間で、ファクシミリ等による応援要請、協力依頼等の連絡調整訓練

を随時実施する。 

ウ 知事が行う死体の処理は、日赤県支部の長と締結した委託契約に基づき、日赤県支部が組織す

る救護班、県並びに県医師会が派遣する検案医師及び県歯科医師会が派遣する身元確認のための
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歯科医師等（以下「検案医師等」という。）により実施する。 

エ 警察が行う災害死者の処理に伴う死体処理施設（遺体収容所、検視場所、死体安置所）の確保

は、県・市町村が場所の選定を行う。 

（２）検案医師等の出動要請 

 県警察における計画を除き、 

ア 市町村長は、検案医師等について、必要に応じて市町村立病院に出動を命じ、地区医師会長、

地区歯科医師会長、日赤県支部地区・分区長にそれぞれ出動を要請し、知事、他の市町村長等に

応援を求めるほか、必要な措置を講ずるものとする。 

イ 知事は、検案医師等について、必要に応じて県立病院に出動を命じ、日赤県支部長、県医師会

長及び県歯科医師会長に出動を要請し、その他の関係機関に応援を要請するほか連絡調整その他

必要な措置を講ずるものとする。 

ウ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じて関係各機関で協議の上、統一を図る

ものとする。 

（３）災害救助法による救助の基準等 

ア 死体の捜索 

  行方不明の状態にある者で、各般の事情により既に死亡していると推定される者を捜索するも

の。なお、捜索を受ける者の死亡した原因、居住地等については問わない。 

イ 死体の処理 

災害の際死亡した者について、その遺族等が混乱期のため処理ができない場合等に死体の処理

を実施するもの。 

（ア）死体を処理する場合 

ａ 災害による社会混乱のため死体の処理を行うことができない場合 

ｂ 居住する市町村以外の市町村に漂着した場合 

漂着した死体が当該災害によるものであると推定できる場合、漂着した地域の市町村長は、

直ちに被災者の居住していた市町村の長に連絡して、遺族等の関係者に遺体を引き取らせる

こと。 

  ただし、引き取る暇のない場合においては市町村を統括する都道府県知事に遺体の漂着の

日時、場所等を報告するとともに、必要に応じてその指揮を受けて、漂着した地域の市町村

長が死体の処理を行う。 

ｃ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、死体取扱規則（平成25年号

外国家公安委員会規則第４号、全文改正）、刑事訴訟法第２２９条（検視）、検視規則（昭和

33年国家公安委員会規則第3号）に基づき、警察官の死体の調査又は検視終了後、警察当局か

ら遺族又は市町村等の関係者に引渡された後の必要な死体の処理をする場合 

（イ）死体の処理内容 

ａ 死体の洗浄、縫合及び消毒等の処理 

ｂ 死体の一時保存 

ｃ 検案 

ウ 埋葬 

災害の際死亡した者に対して、資力の有無にかかわらず、遺族が埋葬を行う事が困難な場合又

は、死亡した者の遺族がない場合に応急的に埋葬を行うもの。 

（ア）埋葬を行う場合 

災害時の混乱の際に死亡した者であって、災害のため埋葬を行うことが困難な場合（死因及

び場所の如何を問わない） 

（イ）埋葬の方法 

ａ 埋葬は、原則として死体を火葬に付すことにより実施する。 

ｂ 埋葬は原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火葬、納骨等の役務の提供による。 

＜資料編６－２ 火葬場一覧表＞ 
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（４）そ の 他 

ア 県警察における計画 

（ア）死体の調査 

 警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けたときは、警察等が取り扱う死体の死

因又は身元の調査等に関する法律等により死体の調査を行い、身元が判明したものについては、

所定の手続きを経て遺族に引渡す。 

（イ）身元不明者に対する措置 

 警察本部長又は警察署長は、知事又は市町村長と緊密に連絡し、県、市町村の行う身元不明

者の措置について協力する。 

 この場合、身元不明者の所持品、着衣、人相、特徴等を写真に収め、関係方面に手配すると

ともに死者の写真の掲示、縦覧などを行って早期に確認できるよう協力すること。 

（ウ）死体の捜索及び収容に対する協力 

 警察官は、災害時において救出活動とあわせて関係機関の行う死体及び行方不明者の捜索及

び収容等に対し、必要な協力を行う。 

イ 海上保安部（署）における計画 

（ア）災害により千葉港、木更津港、銚子漁港、勝浦漁港その他千葉県周辺海域に行方不明者が   

漂流する事態が発生した場合は、実施機関と協力し、所属巡視船艇により捜索を実施する。 

（イ）必要に応じて他の海上保安部から巡視船艇又は航空機の応援派遣を得て、捜索に当る。 

（ウ）収容した死体は、知事又は市町村長と連絡を密にし、身元が判明したものについては、所定

の手続きを経て遺族に引渡し、身元不明者については、警察とともにその身元確認に努め、  

知事又は市町村長の行う措置に協力する。 

 

５ 動物対策（健康福祉部） 

 健康福祉センター（保健所）及び動物愛護センターは、飼い主の被災等によりペットが遺棄された

り逃げ出した場合には、（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランテイアとの連携により、これら

動物を救助及び保護する。 

 また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の生命、身体又は財産に害を加えるおそ

れがある動物）が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官その他関係

機関の連携の下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

 県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体と協同で千葉県動物救護本部及び動物

救護センターを設置し、動物救護活動を実施する。 

 

６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林水産部、県土整備部、市町村） 

  災害時には、家屋の倒壊、火災、水害等により多量の障害物やごみが排出される等、生活上いろい

ろな面で不都合が生じてくるため、被災地の住民が当分の間の生活に支障のないよう、環境保全を図

る。 

（１）災害廃棄物処理 

   県は、災害廃棄物対策指針（環境省）（以下「対策指針」という。）、千葉県市町村震災廃棄物処理

計画策定指針（以下「策定指針」という。）及び千葉県市町村災害廃棄物処理マニュアル策定ガイド

ラインに基づき、市町村における災害廃棄物処理計画及び災害廃棄物処理マニュアルの策定を促し、

迅速かつ適正な処理体制の確立を図る。  

ア 実施機関 

（ア）災害時における被害地帯の清掃は、市町村長が実施するものとする。 

（イ）市町村は、災害等による大量の廃棄物が発生し、当該市町村等で処理が困難な場合は「災害

時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき相互に援助協力を行う。 

また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、「地震等大規模災害時

における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物の  

解体撤去等に関する協定」に基づき、民間事業者の協力を求める。 



地-3-94 

   ＜資料編１－13 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定＞ 

   ＜資料編１－13 地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定＞ 

（ウ）県は、市町村災害廃棄物処理計画策定に関する助言、災害廃棄物処理に関する技術的な助言

を行う。 

イ 廃棄物の収集と処理 

（ア）市町村における組織体制 

 災害廃棄物対策組織として、総務、し尿処理、ごみ処理及びがれき処理に関する各担当を置

き、被害状況を把握し、県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、必要に応じ広域処

理を行う等により災害廃棄物の適正かつ円滑な処理に当たる。 

  （イ）災害廃棄物の処理方針 

ａ がれき 

  がれきは、膨大な量が発生することから、いったん仮置場に保管し、可能な限り効率的な

分別・選別、性状に応じた中間処理、再生利用等により減量化し、最終処分量を低減したの

ち、原則として各市町村の最終処分場で適正に処分することとする。 

ｂ 粗大ごみ 

  粗大ごみは、平常時に比べ増大することから、災害時の混乱を想定して特例的な排出、  

収集、処理方法を検討しておくこととする。 

  ｃ 生活ごみ 

    生活ごみ（避難所のものを含む）は、衛生、防疫に十分配慮するとともに、災害時の混乱

を想定して特例的な排出、収集、処理方法を検討しておくこととする。 

  ｄ 適正処理が困難な廃棄物に関する処理方針 

    産業廃棄物に該当するものは、平常時と同様に事業者の責任において処理するものとする。

一般家庭から排出されるものは、適切な処理方法を住民に広報するとともに相談窓口   

を設置するものとする。 

  ｅ し尿に関する処理方針 

    災害により水洗便所が使用できなくなる可能性があること等から、発生量を適正に予測す

るとともに、衛生、防疫に十分配慮して処理する。 

    また、必要に応じ、「大規模災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定」

に基づき、民間業者の協力を求める。 

（ウ）発生量の推計方法 

各市町村において、原則として対策指針又は策定指針で定めた推計方法によって発生量を推

計し、処理体制の確立を図る。 

（エ）一時集積場所の確保 

膨大な量が発生するがれきを適正に処理するためには仮置場を使用することが有効である  

ことから、各市町村において対策指針又は策定指針で定めた推計方法によって必要面積を推計

し、設置場所について調整を行う。 

（オ）仮設トイレの確保 

 断水や下水道施設の損壊等により、水洗トイレが使用できなくなるほか、大量の仮設トイレ

の設置が必要となることから、県では、あらかじめその備蓄状況を把握するとともに、広域で

の相互応援体制のあり方も検討しておく。 

ウ 環境大臣による廃棄物の処理の代行 

市町村長は、環境大臣に廃棄物処理特例地域として指定された場合には、災害廃棄物の処理の

代行を国に要請することができる。 

（２）障害物の除去 

ア 道路関係障害物の除去計画 

 道路上の障害物の除去は自動車・死体等の特殊なものを除き、道路法第３章第１節「道路管理

者」に規定する道路管理者が行う。この場合において、災害の規模・障害の内容等により、関係

者及び関係機関と密接な連絡を取り、協力して交通の確保を図るものとする。 
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 特に「緊急輸送道路一次路線」については最優先に実施する。 

イ 河川・海岸・港湾・漁港関係障害物除去計画 

（ア）河川・海岸 

  河川・海岸の機能を確保するため、河川・海岸における障害物を除去、しゅんせつする。 

（イ）港湾・漁港 

ａ 港湾区域内に流入してきた塵芥、流木については、千葉清港会等に運営を委託している 

清掃船（千葉港３隻、木更津港１隻）等により除去する。 

ｂ 臨港道路上の塵芥等については、千葉清港会等が必要な機械・器具を用いて除去し、海塵

と同様に焼却する。 

ｃ 漁港区域内に流入してきた塵芥、流木及び臨港道路上の塵芥等の除去は、漁港管理者が 

行う。 

ｄ 海上保安部は、海難船舶又は漂流物・沈没物等により船舶交通の危険が生じ、又は生じる

おそれがあるときは、所有者等に対し、これらの除去、その他船舶交通の危険を防止するた

めの措置を講じることを命命ずることができる。 

ウ 住宅関連障害物除去計画 

災害により障害物が住居又はその周辺に運びこまれ、日常生活が営み得ない状態にあり、かつ

自らの資力により障害物を除去できない住民に対し、応急的な障害物の除去を実施する。 

（ア）実施機関 

住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしている場合、

その除去は、市町村長が行うものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、市町村長が行うこととす

ることができる。 

当該市町村限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、県、国、その他の関係機関の応援を得

て実施するものとする 

（イ）障害物の除去の対象となる者 

ａ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者であること 

ｂ 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者であること 

ｃ 自らの資力をもってしては、障害の除去ができない者であること 

（ウ）障害物の除去の方法 

ａ 救助の実施機関が、作業員あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。 

ｂ 日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれた障害物の除去に限ること（応急的救助

に限ること） 

（３）環境汚染の防止対策 

 倒壊建築物の解体・撤去等に伴うアスベストの飛散や、危険物の漏洩による環境汚染に対処する

ため、環境監視体制の整備を図るとともに、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」

（環境省水・大気環境局大気環境課）を参考に環境汚染防止体制の強化を図る。 

ア 県は、被災した建築物に吹付けアスベスト等が使用されている場合、解体・撤去に伴うアス  

ベストの飛散を防止するため、必要に応じ事業者に対し大気汚染防止法に基づき適切に解体等を

行うよう指導・助言する。 

イ 市町村は、必要に応じて、アスベスト飛散の危険性について住民やボランティアに対し注意  

喚起や被害防止のための指導を行う。 

（４）健康被害の防止対策（千葉労働局） 

   平時において、建築物の解体作業における作業員の健康被害を防止するため、アスベスト暴露  

防止措置の徹底を図るよう事業者に指導している。震災後においても、平時に準じた対応を行うよ

う事業者への指導に努めることとする。 
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第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

 

 

 震災による住宅の全壊や半壊等により、住家を滅失し又は自己資力では住宅の確保や修理ができない

被災者に対し、応急仮設住宅の供与や日常生活に欠くことのできない部分の修理を行う。 

また、被災住宅の倒壊による二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定や被災宅地危険度  

判定を実施するとともに、日頃から応急危険度判定士等の養成を行う。 

 

１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部、市町村） 

 災害により住家に被害を受けた被災者の居住の安定を図るため、応急仮設住宅の供与や住宅の応急修

理を実施する。 

（１）応急仮設住宅の供与 

 地震災害により、住家を滅失し、自己の資力では住家を確保できない者を収容するため、応急   

仮設住宅を供与する。 

ア 実施機関 

（ア）応急仮設住宅の供与は、市町村長が行うものとする。 

 ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、市町村長が行うこととす

ることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て

実施する。 

イ 供与の方法 

（ア）建設 

あらかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必要資材の確保方法等に基づき建設す

る。 

（イ）民間賃貸住宅の借り上げ 

 被災規模や被害状況、応急仮設住宅の建設用地の確保及び民間賃貸住宅の空き戸数の状況等を

勘案した上で、関係団体と協力し借り上げにより民間賃貸住宅を提供する。 

        ＜資料編１－13 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定＞ 

（２）被災した住宅の応急修理計画 

 災害により、住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことができず、自己の

資力では応急修理ができない被災者に対し、居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできな

い部分を、応急的に修理する。 

  ア 実施機関 

  （ア）被災した住宅の応急修理は、市町村長が行うものとする。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、市町村長が行うこととす

ることができる。 

（イ）当該市町村限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を得て

実施する。 

  イ 住宅事業者の団体との連携 

    住宅の応急修理の実施にあたっては、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携を図るとともに

具体的な連携のあり方について今後検討していく。 

（３）建設資材の確保 

ア 県が行う応急仮設住宅の建設資材及び建設工事労務は、協定に基づき、①一般社団法人プレハ

ブ建築協会②一般社団法人千葉県建設業協会③一般社団法人全国木造建設事業協会のあっせんす

る業者を通じて確保する。 
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              ＜資料編１－13 災害時の応急仮設住宅の建設に関する協定＞ 

イ 災害応急復旧用材（国有林材）の供給及び県有林材の使用 

（ア）国有林材の供給 

ａ 農林水産省（林野庁）は、被災者の救助、災害の復旧及び木材需給の安定のため、国有林

材の供給を行うこととしている。 

  関東森林管理局では、上記により国有林材の供給を行うこととしている。 

ｂ 災害復旧用材の供給は、知事、市町村長等からの要請に基づいて行う。 

（イ）県有林材の使用 

 災害時に木材の供給販売等が困難となり、応急的に木材を必要とする場合は、県有林材を 

提供する。 

 

２ 被災建築物の応急危険度判定支援体制の整備（県土整備部、市町村） 

 大規模な地震により被災した建築物について、余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次  

災害を防止、使用者・利用者等の安全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定の迅速かつ的確

な実施が極めて重要である。 

（１）応急危険度判定の実施 

  ア 実施機関 

  （ア）被災建築物応急危険度判定は、市町村長が行う。 

  （イ）知事は、判定に必要な支援を行うものとする。 

（２）応急危険度判定体制の整備 

 県は、全国被災建築物応急危険度判定協議会の定める要綱等に基づき、県内における応急危険度

判定に関する実施体制の整備を図り、１０都県被災建築物応急危険度判定協議会（「震災時等の相互

応援に関する協定」平成8年6月締結）の規約に基づき、広域的な相互支援体制の整備に努める。 

 震災時においては、１０都県被災建築物応急危険度判定協議会の協力のもと迅速かつ的確な災害

対応を図る。 

（３）応急危険度判定士の養成・登録 

 県は、千葉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱（平成7年10月制定）に基づき、建築士等の  

建築技術者に対し、応急危険度判定に必要な建築技術を習得させるため講習会を開催し、応急危険

度判定士（以下「判定士」という。）の養成に努めるとともに、判定士名簿の管理にあたる。 

 震災時においては、判定を実施する市町村に対して、迅速かつ円滑な支援活動を行う。 

 

３ 被災宅地危険度判定支援体制の整備（県土整備部、市町村） 

大規模な地震により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して

被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することによって、適切な応急対策を講じて二次災害の軽減 

及び防止並びに被災宅地の円滑な復旧に資するため、以下の施策を推進する。 

（１）被災宅地危険度判定体制の整備 

県は、被災宅地危険度判定連絡協議会（全国協議会）の定める「被災宅地危険度判定実施要綱」

に基づき、国、都道府県等との広域的な支援体制の整備に努めるとともに千葉県被災宅地危険度判

定地域連絡協議会（地域協議会）の定める「千葉県被災宅地危険度判定実施要綱」に基づき、県内

における被災宅地危険度判定に関する実施体制の整備に努める。 

震災時においては、全国協議会及び地域協議会の協力体制のものと、迅速かつ的確な災害対応を

図る。 

（２）被災宅地危険度判定士の養成・登録 

県は、千葉県被災宅地危険度判定士認定登録要綱（平成15年3月6日決定）に基づき、土木・建築

又は宅地開発の技術に関する経験を有する者を対象に、被災宅地危険度判定に必要な技術を取得さ

せるため講習会を開催し、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）の養成に努めると

ともに、宅地判定士名簿の管理にあたる。 

   震災時においては、県は、判定を実施する市町村の要請に基づき、速やかに宅地判定士に協力を
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依頼する等の派遣措置を行う。 

 

４ 罹災証明書の交付体制の確立（防災危機管理部、市町村） 

  市町村は、遅滞なく被災者に罹災証明書を交付できるよう、住家等被害調査の担当者の育成、他の

市町村等や民間団体との協定の締結など罹災証明書の交付に必要な実施体制の整備に努める。 

県は、市町村の被害認定担当者のための研修会を開催するなど、市町村における実施体制の整備に

必要な支援を行う。 

また、県は、被害の規模や被災市町村からの要請に応じ、職員の派遣による人的支援や他自治体か

らの応援調整を行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にばらつきが

生じないよう、被災市町村間の調整を図る。 
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第１５節 液状化等によるライフライン関連施設等の応急復旧 

 

 

 上下水道・電気・ガス・通信・工業用水道・交通等のライフライン施設が大震災により液状化などの

被害を受けた場合、都市生活機能は著しく低下し、まひ状態が長期化するおそれの強いことは阪神・  

淡路大震災及び東日本大震災などでさらに明らかになったところである。したがって、これらの施設の

応急復旧体制を確立し、防災関係機関及びライフライン事業者が相互に緊密な連携を図りながら迅速な

活動を行うこととする。 

県及び市町村は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早

期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めるものとする。 

 

１ 水道施設（総合企画部、水道局） 

 震災時において、水道事業体は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止に  

努める。このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

 なお、被災事業体等のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内  

水道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

（１）震災時の活動体制 

 震災時においては、応急活動体制を速やかに確立する。 

（２）応急復旧 

 応急復旧にあたっては、的確に被害状況を把握し、速やかに応急復旧対策を確立する。 

ア 復旧の優先順位 

（ア）取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

（イ）主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。  

イ 資機材の確保 

 応急復旧に必要な管類等の資機材を備蓄するとともに、資機材の供給団体に速やかに必要な材

料を要請する。 

ウ 人員の確保 

 応急復旧に必要な人員の確保及び配置を行う。 

（３）県営水道の応急復旧 

 施設の被害状況を的確に把握して、早期復旧を図り、発災から最大４週間以内を目途に平常給水

が行えるよう、応急復旧体制を確立する。 

 なお、県営水道のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都水道局等

との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を得て、復旧を行う。 

                  ＜資料編１－13 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

ア 被害発生の把握及び緊急措置 

  （ア）地震の規模により、千葉県地域防災計画に合わせた応急体制を確立する。 

  （イ）浄・給水場施設や管路の点検により、被害情報を迅速に把握するとともに、火災の発生状況

を確認のうえ、漏水箇所の切り離し等の緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次災害の防止を

図る。 

     なお、管路パトロールについては、災害時の応援協定を締結している千葉県水道管工事協同

組合と協力して実施する。 

イ 応急復旧 

 以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実施する。 

（ア）被害状況に基づき、速やかに水道局の復旧体制を確立するとともに、住民への広報、保安対

策に万全を期する。 

（イ）復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作業を

行う。 
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  （ウ）液状化等により漏水箇所の特定が困難な場合は、速やかに漏水調査機器等を使用し、漏水箇

所を把握する。 

  （エ）応急復旧は、県水道局職員と千葉県水道管工事協同組合等による復旧作業班を編制し実施  

する。 

     組合の施工業者に的確に復旧を指示するとともに、復旧資機材の迅速な手配を行う。 

（オ）施工に当たっては、浄・給水場の配水池を起点として上流側から進める。なお、給水装置の

応急復旧も並行して進め、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を検討し、最も早期復旧の

可能な方法を選定する。 

（カ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない軽微な被害

は二次的に扱う。 

（キ）復旧完了後、直ちに充水・洗浄を行い、水質確認のうえ速やかに通水する。 

ウ 応急復旧資機材の確保 

 当局の備蓄資機材で対処することとするが、不足する場合は、災害時等の応援協定を締結して

いる製造会社及び水道用資機材供給会社等から調達する。 

  復旧資機材の配管材料等は、水道局幕張倉庫及び給水場等へ分散して備蓄する。 

（４）広報対策 

水道施設の被害及び復旧の状況等について、地域住民への適切な広報に努める。 

 

２ 下水道施設（県土整備部、市町村） 

（１）応急活動体制 

 管轄する下水道施設に地震災害の発生するおそれのある場合には、即時に応急防災活動を実施す

る。また、応急対策活動が円滑に遂行できるように、流域下水道業務継続計画の維持改善等に努め

る。 

（２）緊急活動 

 地震災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道機能の支障及び

二次災害のおそれがあるものについては緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社団法人  

日本下水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に

関する協定書」により応急対策を行う。 

 なお、活動体制の確立並びに関係機関等の連携による応援体制の確立を図る。 

 ＜資料編１－13 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

（３）応急復旧対策 

 施設の重要度、危険度を考慮し、被害調査の優先順位を定め、点検マニュアルに基づき調査を行

うとともに、応急復旧対応の内容を決定（専門技術を持つ人材の活用等）し、復旧工事を実施する。 

復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作業を行う。 

 なお、県のみで対応できない場合は、東京都など１都７県等との「関東ブロック下水道事業に  

おける災害時支援に関するルール」に基づき、応援を得て復旧を行う。 

 ＜資料編１－13 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール＞ 

（４）防災用資機材の整備、備蓄対策 

 地震災害時において、下水道施設の処理機能を保持するため、応急防災用資機材について可能な

限り備蓄する。また、民間業者との協力協定の締結等により連携を密にし、必要な資機材の種類と

数量を確保するよう努める。 

（５）広報対策 

 下水道施設の被害及び復旧の状況等について、地域住民への適切な広報に努める。 
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３ 電気施設 

（１）震災時の活動体制 

 地震災害が発生したとき、東京電力パワーグリッドは、非常災害対策本部を千葉総支社に設置す

る。 

 また、支部を各支社に設置する。 

 なお、夜間休日等の緊急呼集並びに交通、通信機関の途絶に対応できるよう要員の選抜、呼集  

方法、出動方法等につき検討し、適切な要員構成を行っておく。 

 さらに、請負会社については、あらかじめ出動可能要員を把握しておくとともに、震災時におけ

る応援出動体制を確立しておく。 

（２）震災時の応急措置 

ア 資機材の調達 

 第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調達を必要とする資機材

は、次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。 

（ア）第一線機関等相互の流用 

（イ）現地調達 

（ウ）総支社非常災害対策本部に対する応急資機材の請求 

 なお、災害地及び当該機関との連絡が全く途絶し、しかも相当の被害が予想される場合は、

総支社非常災害対策本部において復旧資機材所要数を想定し、当該支部あてに緊急出荷し、復

旧工事の迅速化に努める。 

イ 人員の動員、連絡の徹底 

（ア）災害時における動員体制を確立すると同時に連絡方法も明確にしておく。 

（イ）社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立する。 

ウ 震災時における危険予防措置 

災害発生時といえども需要家サービス及び治安維持上原則として送電を維持するが、浸水、建

物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場合、又は運転

不能の予想される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 

（３）応急復旧対策 

ア 被害状況の早期把握 

 全般的な災害状況把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法をもって

被害状況の早期把握に努める。 

イ 復旧の順位 

 各設備の復旧順位は原則として下記によるものとするが、災害状況、各設備の被害復旧の難易

等を勘案し、供給上復旧効果の大きいものより行う。 

（ア）送電設備 

ａ 全回線送電不能の主要線路 

ｂ 全回線送電不能のその他の線路 

ｃ 一部回線送電不能の主要線路 

ｄ 一部回線送電不能のその他の線路 

（イ）変電設備 

ａ 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

ｂ 都心部に送電する系統の送電用変電所 

ｃ 重要施設に供給する配電用変電所 

（ウ）通信設備 

ａ 給電指令用回線並びに制御、保護及び監視回線 

ｂ 保守用回線 

ｃ 業務用回線 

（エ）配電設備 

病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その他重要施
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設への供給回線を優先的に送電する。 

ウ 感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関及び防災

行政無線を通じて需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当該地域へ

周知する。 

（ア）無断昇柱、無断工事をしないこと。 

（イ）電柱の倒壊・折損、電線の断線・垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やかにカスタ 

マーセンターへ通報すること。 

（ウ）断線垂下している電線には絶対に触らないこと。 

（エ）建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使用する場合

は、絶縁検査を受けてから使用すること。 

（オ）屋外へ避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。 

（カ）地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 

（キ）その他事故防止のための留意すべき事項。 

エ 災害時における住民の不安を鎮静させるため、電力施設の被害状況、復旧予定についての的確

な広報を行うものとする。 

オ 需要家からの再点検申込み等を迅速適切に処理するため、能率的な受付処理体制を確立して 

おくものとする。 

 

４ ガス施設 

 災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応急  

措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

 このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便益を図るため、以下の防災対策

を実施する。 

（１）非常災害体制の確立 

ア 地震発生時の出動 

（ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。 

（イ）勤務時間外の場合は、地震の大きさをテレビ・ラジオ等の情報により判断し、あらかじめ指

定された箇所に、自動発令で出動する。 

イ 気象庁発表の大津波警報が発表された場合の出動 

（ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。ただし、津波からの避難を優

先とする。 

（イ）勤務時間外は、津波の高さ・到達時間をテレビ・ラジオ等の情報より判断し、あらかじめ指

定された箇所に出動する。ただし、津波からの避難を優先とする。 

ウ 非常災害対策本部、支部の設置 

 地震等の非常災害が発生した場合、または、大津波警報が発令された場合、災害対策の迅速か

つ適切な実施を図るため、本社に非常災害対策本部を設置するとともに、各事業所に支部を設置

し、全社的な応急活動組織を編成する。 

（２）応急対策 

ア 震災時の初動措置 

（ア）官公庁、報道機関及び社内事業所等から、被害情報等の情報収集を行う。 

（イ）事業所設備等の点検を行う。 

（ウ）製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止を行う。 

（エ）ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置を講じる。 

（オ）その他、状況に応じた措置を行う。 

イ 応急措置 

（ア）非常災害対策本部の指示に基づき、各事業所は有機的な連携を保ちつつ施設の応急措置にあ

たる。 

（イ）施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 
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（ウ）供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い、速やかなガス供

給再開に努める。 

（エ）その他、現場の状況により適切な措置を講じる。 

ウ 資機材等の調達 

 復旧用資機材を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により確保する。 

（ア）取引先、メーカー等からの調達 

（イ）各支部間の流用 

（ウ）他ガス事業者からの融通 

エ 車両の確保 

 本社地区に工作車、広報車を保有しており常時稼働可能な体制にある。 

 また、主要な車輛には、無線を搭載している。 

（３）災害時の広報 

 災害時には、供給区域全域の供給停止をすることなく、被害の程度に応じてブロック毎に供給を

停止するが、ガスによる二次災害の防止等のため、テレビ、ラジオ等の報道機関に対し、広報内容

の報道を要請するほか、市町村等へ広報を要請するなど、あらゆる手段をつくして、被害地区にお

けるガス機器の使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通しについて広報する。 

ア 地震発生時には 

（ア）ガス栓を全部閉めること。 

（イ）ガスメータのそばにあるメータコックを閉めること。 

（ウ）ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること。 

 この場合には、ガス栓・メータコックを閉め、直ちにガス会社に連絡すること。 

（エ）換気扇の使用は、スイッチの火花によって爆発の原因となるので避けること。 

イ マイコンメータ（前面にランプがあるメータ）が作動してガスが出ない場合。 

（ア）グレーのメータの場合は、マイナスドライバーで左上の蓋を開け、内部の軸をドライバーで

反時計回りにしっかりと回し、ランプの点灯を確認する。 

（イ）クリームのメータの場合は、左上の丸い蓋を外し、中のボタンをしっかり押し、ランプの   

点灯を確認する。 

（ウ）操作終了後３分間マイコンによる漏洩検査のためガスの使用はしないこと。 

ウ 供給を停止した場合 

（ア）ガス栓を開いてもガスがでない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メータコックを

閉め、ガス会社から連絡があるまで待つこと。 

（イ）ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス会社が各家庭のガス設備を点検し、

安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと。 

（４）復旧活動拠点の確保 

復旧要員の集合場所、宿泊場所、車輌の駐車スペース、資機材置場等の候補地のリストアップ、

連絡先の確認等をあらかじめ実施し、これらを確保しておく。また、残土、廃材、資機材等の仮置

きについて、県、市町村等が指定する臨時場所がある場合、その使用についてあらかじめ協議し、

用地等の確保に努める。 

（５）事業継続計画の策定・発動（東京ガス㈱） 

事故・災害について、必要によりあらかじめ事業継続計画を策定する。また、策定にあたっては、

関係者の生命・身体の安全及び被害拡大の防止を前提とした上で、最低限維持しなければならない

以下の業務を最優先する。 

  ア ガスの製造・供給の維持、保安の確保に関する業務 

  イ ガスの供給が停止した場合には、その復旧作業に関する業務 

  ウ 供給制限が必要となった場合の需要家対応に関する業務 

  エ その他企業として事業を継続する上で最低限必要な通常業務 

   事業継続計画の発動が必要な場合は、事務局が本部長に具申し、発動は本部長が命ずる。 
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５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱千葉事業部 

ア 震災時の活動体制 

（ア）災害対策本部の設置 

 震災が発生した場合は、その状況により、千葉事業部に災害対策本部を設置し、情報の収集

伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

 この場合、県、市町村及び各防災機関と緊密な連絡を図る。 

（イ）情報連絡体制 

 震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

イ 発災時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

 大地震の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

ａ 電源の確保 

ｂ 災害対策用無線機装置類の発動準備 

ｃ 非常用電話局装置等の発動準備 

ｄ 予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

ｅ 局舎建築物の防災設備の点検 

ｆ 工事用車両、工具等の点検 

ｇ 保有資材、物資の点検 

ｈ 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

（イ）応急措置 

 震災により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎通

が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。 

ａ 通信の利用制限 

ｂ 災害時優先電話、警察・消防緊急通報回線の確保 

ｃ 無線設備の使用 

ｄ 特設公衆電話の設置 

ｅ 非常用可搬型電話局装置の設置 

ｆ 臨時電報、電話受付所の開設 

ｇ 回線の応急復旧 

ｈ 災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言版「ｗｅｂ１７１」の運用 

（ウ）震災時の広報 

 震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等に

よって次の事項を利用者に周知する。 

ａ 通信途絶、利用制限の理由と内容 

ｂ 災害復旧措置と復旧見込時期 

ｃ 通信利用者に協力を要請する事項 

ｄ 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言版「ｗｅｂ１７１」の提供開始 

ウ 応急復旧対策 

 震災により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがっ

て実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

（ア）電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

（イ）原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

（２）㈱ＮＴＴドコモ 

  ア 震災時の活動体制 

  （ア）災害対策本部の設置 

震災が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集伝達 
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及び応急対策が実施できる体制をとる。  

     この場合、県等の防災機関と緊密な連絡を図る。 

  （イ）情報連絡体制 

     震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

   イ 発災時の応急措置 

  （ア）設備、資機材の点検及び発動準備  

     震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

    ａ 可搬型無線基地局装置の発動準備 

    ｂ 移動電源車等の発動準備 

    ｃ 局舎建築物の防災設備等の点検 

    ｄ 工事用車両、工具等の点検 

    ｅ 保有資材、物資の点検 

    ｆ 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

  （イ）応急措置 

     震災により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻輳等の事態の発生により通信の疎通

が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。 

    ａ 通信の利用制限 

    ｂ 非常通話、緊急通話の優先、確保 

    ｃ 可搬型無線基地局装置の設置 

    ｄ 携帯電話、衛星携帯電話による臨時電話の運用 

    ｅ 回線の応急復旧 

  （ウ）災害時の広報 

     震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ、イ

ンターネット等によって次の事項を利用者に通知する。 

    ａ 通信途絶、利用制限の理由と内容 

    ｂ 災害復旧措置と復旧見込時期 

    ｃ 通信利用者に協力を要請する事項 

ｄ 「災害用伝言板」及び「音声お届けサービス」の提供開始 

  ウ 応急復旧対策 

    震災により被災した通信設備の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがっ

て実施する。  

    災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

  （ア）電気通信設備等を応急的に復旧する工事   

  （イ）現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

（３）ＫＤＤＩ㈱ 

ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には東京本社に災害対策本部  

及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を最大限に発揮して通信の 

疎通確保と施設の早期復旧に努める。 

災害発生時には、局舎の点検を実施するとともに、基地局の停電対策のため、移動電源車の出動

準備をする。 

通信に輻輳が発生した場合は輻輳制御を行い、必要な通信を確保するとともに、一般県民を対象

に「災害伝言板サービス等」による安否情報の伝達に協力する。 

（４）ソフトバンク㈱ 

ソフトバンク㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その状況に応じた対

策組織を設置し、各対策組織が緊密に連絡を取りながら機能を最大限に発揮して通信の確保と設備

の早期復旧に努める。 

また、災害発生時には、通信設備の点検をするとともに、通信の確保と早期復旧に必要となる緊
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急保全車両の出動準備を行い、通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必要な通信を

確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板、災害用音声お届けサービス等による安否情報

の伝達に努める。 

（５）日本郵便㈱ 

被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の態様及び規模に  

応じて、運送又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送便又は臨時集配便

の開設等機宜の応急措置を講ずる。 

被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災により業務継続が不能

となった郵便局についての仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、移動郵便車等による臨

時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措置を講ずる。 

また、災害特別事務取扱いを実施するほか、㈱ゆうちょ銀行の非常払及び㈱かんぽ生命保険の非

常取扱いについて、各社から要請があった場合、取扱う。 

 

６ 放送機関 

 地震が発生した場合は、放送機関は放送機能を確保した後、地震情報、災害の状況、防災活動等を

迅速・正確・適切に伝え、被災者の不安と混乱の防止、防災対策の促進等に努める。 

 また、法律に基づいて、県及び市町村の要請による防災情報の伝達にあたる。 

 

７ 工業用水道（水道局） 

工業用水は、市民生活に欠かすことのできない食料品、生活関連物資等の生産を行う工場にとって

は必要不可欠なものであることから、早期復旧が求められる。 

併せて工水管は比較的大口径であることから、鉄道、幹線道路等への二次災害の防止にも重点を  

置くこととし、迅速なパトロール体制を構築し、被害状況把握のうえ、応急復旧計画を定め的確に  

対応する。 

（１）震災時の初動体制 

職員、巡視点検委託事業者によりパトロールを実施し、被害状況の把握に努める。また、併せて

職員ＯＢで構成する支援組織にも応援も求め、迅速化を図る。 

（２）応急復旧 

応急復旧にあたっては、被害の状況、原因等を的確に把握し、復旧活動が迅速、円滑にできるよ

う効果的、効率的な復旧計画を策定し、かつ緊急時施工体制を確保する。 

なお、必要な復旧資材のうち市場在庫が期待できないものについては備蓄品を拡充し、円滑な  

復旧を図る。 

また、復旧までの期間は、受水企業の工場設備の復旧、操業再開に支障を来さぬよう計画する。 

 

８ 道路・橋梁（県土整備部、市町村） 

 地震が発生した場合、緊急輸送道路を最優先に各道路管理者等は、所管の道路、橋梁について被害

状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るため、迂回路の選定あるいは通行の禁止又は制限等の

措置など利用者の安全策を講じるとともに、パトロール等による広報を行うほか、被災道路、橋梁に

ついては、応急及び復旧措置を行う。 
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（１）災害時の応急措置 

 

 

 

 

 

機 関 名 応     急     措     置 

県 

 道路・橋梁の被災状況を速やかに把握するため、震災時における県土整備部の対応

計画、県土整備部震災実働マニュアルの定めるところにより、ライフライン関係占用

者、（一社）千葉県建設業協会及び市町村等からの道路情報の収集に努めるとともに、

各土木事務所はパトロールを実施する。これらの情報により（一社）千葉県建設業協

会などの関係機関と密接な連携を図りながら応急措置を講じるとともに、必要に応じ

て迂回路の選定を行う。 

 ライフライン施設の復旧における道路法の事務手続きについては、「災害時等におけ

る道路法の許可等に関する事務取扱いについて」に基づき、迅速な対応を図る。 

＜資料編１－23 災害時等における道路法の許可等に関する事務取扱いについて＞ 

関東地方 

整備局 

 被害状況を速やかに把握するため、事務所、出張所においてはパトロールカーによ

る巡視を実施する。また、道路情報モニター等からの情報の収集に努める。これらの

情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘導等の応急措置を行い交通路の確

保に努める。 

東日本 

高速道路㈱ 

１ 地震発生後、次の基準に従って警察当局と協力して通行規制を行い、ラジオ、標

識、情報板、看板及びパトロールカー等により情報を提供するなどして、通行車の

安全確保に努める。 

 
計 測 震 度 値 通行規制内容 

計測震度4.0以上4.5未満又は特別巡回

の結果必要が認められる場合 
速度規制 

計測震度4.5以上又は5.0以上 通行止 

 

 

 

 

 

２ 通行車及び道路の被害状況等を早期に把握し、迅速かつ安全な道路交通の確保を

行うため、震災点検を行う。 

３ 災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の拡大防止を図るため、速やかに

応急復旧を行う。通行止を実施しているときは、上下車線が分離されている道路に

あたっては、少なくとも上下線各1車線又は片側2車線を、分離されていない道路に

あたっては、1車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

首都 

高速道路㈱ 

 地震による災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次災害の防止と

緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路の機能回復を

図る。 

１ 震度5強以上の大地震が発生したときは、首都高速道路は一般車両の通行が禁止さ

れ、消防その他の緊急車両の通行に利用されるため、都県公安委員会の交通規制に

協力し、かつ、規制状況等を利用者に広報する 

２ 利用者の被災の状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出動・

協力要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

３ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応じ応

急復旧に努める。 

４ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講じるものとする。 
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（２）応急復旧対策 

 

９ 交通施設（総合企画部、県土整備部） 

（１）災害時の活動体制 

ア 災害対策本部等の設置 

 震災が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を 

行うため、災害対策本部等を設置する。 

イ 通信連絡体制 

 災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電話、

鉄道電話等を利用するとともに必要に応じて無線車等も利用する。 

（２）発災時の初動措置 

 各機関の初動措置は次のとおり。 

ア 運転規制 

機 関 名 運   転   規   制   の   内   容 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

地震が発生した場合の列車の運転取扱いは次による。 

１ 地震発生時の運転規制は、地震計のスペクトル強度ＳＩ値（カイン）による。 

２ 運転規制区間は、一般区間と落石区間に分ける。 

３ ＳＩ値が一般区間で12以上、落石区間で6以上の場合、全列車を停止させ、規制区

間全線を保守係員の点検後解除する。 

４ ＳＩ値が一般区間で6以上12未満、落石区間で3以上6未満の場合、35㎞／ｈ以下の

速度規制を実施し、乗務員からの異常動揺等の有無を確認後、速度規制を解除する。 

京成電鉄㈱ 

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは次による。 

１ 自社の震度計が震度4（40～99ガル）の場合、直ちに列車停止手配をとる。指定点

検箇所の異常の有無を確認の上、25km/h以下の注意運転を行う。安全を確認した区間

から規制解除し、通常運転に復する。 

２ 地震計が震度5弱以上（100ガル以上）の場合は、直ちに列車停止手配をとり当該区

間内の鉄道施設の点検を実施する。安全を確認した区間から運転を再開する。 

東京地下鉄㈱ 

 

 強い地震が発生し、地震警報装置又は早期地震警報装置に震度４以上の表示があった

場合は、全列車を緊急停止させた後、次の取扱いを行う。 

１ 第２地震警報（震度４以下） 

  先発列車のあった駅までは、注意運転とする。（震度４の場合は25km/h以下とする。）

運転士の報告に基づき運転規制を解除する。 

２ 第１地震警報（震度５弱以上） 

 運転見合せとする。工務及び電気関係区長の歩行点検の報告に基づき注意運転と

し、運転士の報告に基づき運転規制を解除する。 

 

機 関 名 応   急   復   旧   対   策 

県 

 被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に、「緊

急輸送道路1次路線」など交通上重要と認められるものについて最優先に（一社）千葉

県建設業協会などの関係機関と密接な連携を図りながら応急復旧作業を実施し、道路

の機能確保に努める。 

関東地方 

整備局 

 パトロール等による調査結果等を基に、被害状況を把握し、速やかに応急復旧工事

を行い、道路の機能確保に努める。 
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機 関 名 運   転   規   制   の   内   容 

千葉都市 

モノレール㈱ 

地震が発生し、警報の表示があった場合は、次の取扱いを行う。 

１ 震度4の場合 

直ちに無線により全列車を一旦停止させたのち、速度を30km/h以下の注意運転を指

示するとともに駅及び関係箇所に通報するものとする。 

解除は、運転士から異常がない旨の報告を受けた時。 

「注」注意運転は、当該区間を運転する最初の列車による安全確認とする。 

２ 震度5弱以上の場合 

直ちに無線により全列車に停止を指示し、関係箇所に通報するものとする。 

解除は、保守担当課長から点検結果の報告を受け安全の確認がなされた時。 

首都圏 

新都市鉄道㈱ 

発災時の初動措置 

 予測震度4以上で警報を受信した場合、全列車は一旦停止後、沿線地震計の震度によ

り以下の取扱いとする。 

１ 震度4以下の場合  通常運転を再開する 

２ 震度5弱の場合   時速35 km以下の徐行運転 

３ 震度5強以上の場合 運転を中止して鉄道施設の点検 

その他 

民鉄各社 

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは次による。 

１ 震度 5弱以上の場合、列車の運転を中止することとし、その後の運転については、

保線区・電気関係区の巡回員からの報告に基づいて逐次運転規制を解除する。 

２ 震度4の場合、列車は速やかに安全な所で一時停止し、時速25km/h以下の速度で注

意運転することとし、保線区・電気関係区の巡回員からの報告に基づいて逐次運転規

制を解除する。 

 

イ 乗務員の対応 

機 関 名 乗   務   員   の   対   応 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

１ 運転中に地震を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止

させる 

２ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋梁上あるいは陸橋下の

ような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる場所に列車を移動させる。 

３ 列車を停止させた場合、最寄りの停車場の駅長等と連絡を取り、その指示を受け

る。 

東京地下鉄㈱ 

１ 列車運転中、強い地震を感知し危険と認めた場合又は総合指令所長から緊急停止

の指示があった場合は、直ちに列車を停止させた後、総合指令所長に状況を報告し、

列車の進退について指示を受ける。 

２ 停止した箇所が、橋梁又は築堤上等であって危険のおそれがあると認めたときは、

進路の安全を確かめたうえ移動する。 

３ 運転士は、列車を停止したのち、規制により運転を開始するときは、架線、橋梁、

築堤上等について特に注意する。 
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ウ その他の措置 

機 関 名 乗   務   員   の   対   応 

首都圏 

新都市鉄道㈱ 

１ 列車の運転 

  列車進行中地震を感知し、列車の運転が危険と判断した場合および総合指令所長

から停止手配の指令があったとき又は早期地震警報システムにより警報を受信した

場合は、速やかに列車を安全な箇所に停止させる。また、列車停止後、列車および周

囲の状況を確認して総合指令所長に報告し、その後の指示を受ける。 

２ 乗客への対応 

  災害の規模、被害状況および運行の見通し等を総合指令所長からの指示等により、

適切な旅客案内を行なう。 

その他 

民鉄各社 

１ 運転中に地震を認知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止

させる。 

２ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋梁上あるいは陸橋下の

ような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる箇所に列車を移動させる。 

３ 列車を停車させた場合は、指令所又は最寄りの駅に連絡をとり、その指示を受け

る。 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

東京地下鉄㈱ 

その他 

民鉄各社 

１ 旅客誘導のための案内放送     ４ 出火防止 

２ 駅員の配置手配          ５ 防災機器の操作 

３ 救出、救護手配          ６ 情報の収集 
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（３）乗客の避難誘導 

 

（４）事故発生時の救護活動 

機 関 名 避   難   誘   導   方   法 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

 

民鉄各社 

（下記以外） 

１ 駅における避難誘導 

（１）駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた臨時避難場所に混乱の生じないよう

誘導し避難させる。 

（２）旅客を臨時避難場所に誘導した後、さらに市町村又は県があらかじめ定めた一

時滞在施設の位置、災害に関する情報等を旅客に伝達し、秩序維持に協力する。 

２ 列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

（１）列車が駅に停止している場合は、駅長の指示による。 

（２）列車が駅間の途中に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。 

   ただし、火災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は次による。 

  ア 地形その他を考慮し、適切な誘導案内を行い旅客を降車させる。 

  イ 特に高齢者や子供、妊婦等については、他の旅客に協力を要請して安全に降

車させる。 

  ウ 隣接線路を歩行することは危険であることを放送等により徹底し、併発事故

の防止を図る。 

東京地下鉄㈱ 

１ 駅における避難誘導 

  駅務管区長は、市町村又は県があらかじめ定めた一時滞在施設を旅客に周知し、

その方向の出入口に誘導する。 

２ 列車における旅客の避難誘導 

（１）列車が駅に停止している場合は、駅務管区長の指示による。 

（２）列車が駅間に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。 

ただし、火災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は次による。 

  ア 駅務管区長は、列車が駅間に長時間停止し、乗客の誘導が必要になったとき

は、救援隊を組織し乗客を安全な方向の隣接駅へ誘導する。 

  イ 交通弱者の介添え等について、旅客の協力を求め降車させる。 

  ウ 車内放送等により避難誘導等について説明し、危険防止を図りながら整然と

した避難誘導をする。 

首都圏 

新都市鉄道㈱ 

１ 駅務管理所長は、係員を指揮して予め定めてある臨時避難場所へ旅客を誘導し、

避難させる。 

２ 旅客を臨時避難場所へ誘導した後、さらに避難させる必要が生じた場合は、地元

市町村と連携しながら、市町村又は県があらかじめ定めた一時滞在施設を案内する。 

機 関 名 救     護     活     動 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

民鉄各社 

(下記以外) 

 災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動にあたるとともに、非常災害対

策規則に基づき、対策本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活動にあたる。 

東京地下鉄

㈱ 

 駅係員、乗務員等は、負傷者の救出・救護を最優先とし、二次災害及び被害拡大の

防止に努め、旅客の安全を図る。 

首都圏 

新都市鉄道

㈱ 

１ 状況により、旅客（医師、看護師等）の協力を求める。また、救急法による手当

てができる場合は、これを行なうとともに救急車を要請して病院に収容する。 

２ 付近に病院がある場合は、その医師に依頼する。 

３ 死傷者が多数のときは、病院に収容するまでの間、列車等を使用して死傷者の隔

離を図る。 
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（５）飛行場施設 

ア 東京航空局成田空港事務所 

 東京航空局成田空港事務所は、大規模地震が発生したときは、緊急対策本部（本部長＝空港長）

を設置し、航空機の運航等に関し、次の対策を講じる。 

（ア）地震発生時の伝達は、次のルートで行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）地震発生時において次の業務を行う。 

ａ 情報の収集・伝達 

ｂ 関係機関との連絡調整 

ｃ 応急救護及び災害防止に必要な措置 

ｄ 航空機の運航に関する調整 

ｅ 通信業務の確保 

ｆ 管制業務の確保 

イ 成田国際空港㈱ 

（ア）情報伝達 

ａ 東京航空局成田空港事務所（以下「空港事務所」という。）と成田国際空港株式会社   

（以下「空港会社」という。）は、地震情報等を相互に伝達調整する。 

ｂ 空港内官公庁、関係機関及び各航空会社に対して、地震情報等を伝達する。 

ｃ 空港内の乗客等に対しては、旅客ターミナル内中央管理室及び各航空会社を通じて伝達す

る。 

ｄ 伝達ルートは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京航空局地震災害対策本部 

成田空港事務所緊急対策本部 

成田国際空港株式会社 

緊急対策本部 

各航空会社 

関係行政機関・関係防災機関 

管轄飛行場関係者 

成田空港事務所 

（緊急対策本部） 

千 葉 県 

災害対策本部 

各 航 空 会 社 

関 係 機 関 

中 央 管 理 室 

官 公 庁 

空港内 

の乗客 

等 

成田国際空港株式会社 

緊 急 対 策 本 部 
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  （イ）運航対策 

 大規模地震が発生した場合、航空機の運航の確保と安全を図るため、次の措置をとる。 

ａ 航空会社に対して乗降客の安全誘導、航空機自体の保安対策を要請する。 

ｂ 滑走路、誘導路、エプロン等の点検を実施する。 

ｃ 空港事務所の航空交通管制機関との調整を図る。 

  （ウ）空港の混乱防止対策 

 大規模地震発生時、空港内の混乱を防止するため、次の措置をとる。 

ａ 必要と認めるときは、空港関係者、災害対策関係者及び空港会社が入場を認めた者以外の

者の空港への入場を制限するものとする。 

ｂ 各航空会社に規制対策を要請する。 

ｃ 東日本旅客鉄道㈱、京成電鉄㈱等の交通機関に対して、駅への入場、乗車等の制限等措置

を要請する。 

ｄ 空港警察署に警備を要請する。 

（エ）空港施設の保安対策及び応急復旧 

 航空保安施設及びその他現有施設の機能の維持を図るため、点検を強化し、また、機能上に

障害を生じたものがあるときは、速やかに機能の復旧に努めるとともに適切な運用を行うもの

とする。 

 

10 その他公共施設（農林水産部、県土整備部） 

 地震が発生した場合、河川、海岸、港湾、都市公園、漁港、砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊

防止施設の被害状況を速やかに把握し、各施設の機能確保を図るため、各機関は災害活動を実施する

とともに応急措置を行うものとする。 

（１）海岸保全施設 

 海岸保全施設が、地震、津波により被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係機関と協議

して必要な応急措置を行う。 

（２）河川管理施設 

 地震、津波等により堤防、護岸等の河川管理施設が被害を受けた時、又はそのおそれのある時は

関係機関と協議して施設の応急措置を行う。 

（３）港湾施設 

 地震、津波により水域施設、外郭施設、けい留施設等の港湾施設が被害を受けた時、又はその   

おそれがある時は関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 

（４）漁港施設 

 地震・津波により漁港の基本施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係機関と  

協議して必要な応急措置を行う。 

（５）砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 

 地震により砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設が被害を受けた時、又はその  

おそれのある時は関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 

（６）都市公園施設 

   地震、津波により園路・広場、管理施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係   

機関と協議して必要な応急措置を行う。 
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第１６節 ボランティアの協力 

 

 

 県及び市町村は、大規模震災時において、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、  

ボランティア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施するものとす

る。県災害ボランティアセンターは千葉県災害ボランティアセンター連絡会が運営することとする。   

 また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボ

ランティア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握

し、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の生活環境に

ついて配慮するものとする。 

 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、市町村） 

（１）市町村災害ボランティアセンター 

  災害が起こった場合、ボランティアの受入登録・派遣等を行うため、市町村は被災の状況を踏まえ、

必要に応じて市町村災害ボランティアセンターを設置する。 

なお、当センターの運営は、市町村社会福祉協議会が行うことができる。 

（２）県災害ボランティアセンター 

  大規模災害時に、県は県災害ボランティアセンターを設置する。当該センターは、先遣隊・支援隊

の被災地への派遣、県内全体の情報収集及び提供、被災地ニーズに合わせたボランティア派遣の全体

調整、ボランティア活動希望者への電話相談等を実施するとともに、被災地に設置される市町村災害

ボランティアセンターの活動が円滑に行われるよう後方支援を行う。 

  また、当該センターは千葉県災害ボランティアセンター連絡会が運営し、原則、千葉県社会福祉 

センター内に設置することとし、設置できない場合は、千葉県庁内に設置するものとする。 

（県災害ボランティアセンター連絡会） 

構成団体は、千葉県社会福祉協議会［事務局］、日本赤十字社千葉県支部［事務局］、千葉県共

同募金会など１４団体 

（３）広域災害ボランティアセンター 

複数の市町村が、市町村災害ボランティアセンターを設置できない等の場合に、それを代替するた

めに、県は広域災害ボランティアセンターを被災地域の近隣に設置する。 

なお、当センターの運営は、千葉県災害ボランティアセンター連絡会が行う。 

当該センターの設置場所は、次の表とする。 

○広域災害ボランティアセンター（ＶＣ）の設置場所 

名  称 支援対象地域 設置場所 

東葛飾広域災害ＶＣ 東葛・葛南 西部防災センター（松戸市） 

千葉広域災害ＶＣ 千葉 県総合スポーツセンター（千葉市） 

かずさ広域災害ＶＣ 木更津・安房 かずさアカデミアパーク（木更津市） 

九十九里広域災害ＶＣ 海匝・山武・長生 さんぶの森公園（山武市） 

いすみ広域災害ＶＣ 夷隅 大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター（大多喜町） 

※印旛、香取地域については、千葉広域災害ボランティアセンター又は近隣市ボランティアセン

ター等を拠点に支援する。 
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２ ボランティアの活動分野（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部、

市町村） 

 ボランティアの協力を得て実施する活動内容は次のとおりとする。 

（１）専門分野 

ア 救護所での医療救護活動 

イ 被災建築物応急危険度判定 

ウ 被災宅地危険度判定 

エ 外国語の通訳、情報提供 

オ 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

カ 被災者への心理治療 

キ 高齢者や障害者等要配慮者の看護、情報提供 

ク その他専門的知識、技能を要する活動等 

（２）一般分野 

ア 避難所の運営補助 

イ 炊き出し、食料等の配布 

ウ 救援物資や義援品の仕分け、輸送 

エ 高齢者や障害者等要配慮者の支援 

オ 被災地の清掃、がれきの片づけなど 

カ 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 

キ その他被災地における軽作業等 

 

３ ボランティアとして協力を求める個人、団体（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生

活部、県土整備部、市町村） 

 災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、これらに積極的に  

協力を求めることとする。 

（１）個  人 

ア 被災地周辺の住民 

イ 被災建築物応急危険度判定士 

ウ 被災宅地危険度判定士 

エ ボランティア活動の一般分野を担う個人 

オ その他 

（２）団  体 

ア 日本赤十字社千葉県支部奉仕団 

イ 千葉県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会 

ウ （公財）ちば国際コンベンションビューロー 

エ （一社）日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

オ その他ボランティア団体・ＮＰＯ法人等 

 

４ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、市町村） 

 常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、ボランティア活動の主体となる意識

の保持を訴えるとともに、災害時には積極的な参加を呼びかけるものとする。 

（１）平時におけるボランティア意識の啓発 

 毎年１月１７日の「防災とボランティアの日」及び１月１５日から２１日までの「防災とボラン

ティア週間」を中心に実施する講演会やシンポジウムなどの諸行事を通じ、県民にボランティア  

意識の醸成を図る。 

 また、毎年９月１日の「防災の日」及び８月３０日から９月５日までの「防災週間」を中心に   

実施する防災訓練や各種啓発行事に積極的にボランティア団体等の参加を求めることにより、その

重要性を広報する。あわせて、住民やボランティア団体等の参加を得た実践的な防災訓練を 
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実施し、災害時におけるボランティアの協力が円滑に得られるよう日ごろから連携の強化を

図る。 

 「千葉県県民活動推進計画」に基づき「ちば県民活動ＰＲ月間」等様々な機会を通じて、防災

分野を含め「共助」の精神に基づく住民相互の助け合いや地域におけるボランティア活動の重要性

についての県民の理解と活動への参加の促進を図る。 

（２）災害時における参加の呼びかけ 

 大規模な災害が発生した際には、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関や県及び

県内市町村に加え、社会福祉協議会ボランティアセンターや市町村市民活動支援センター、ボラン

ティア団体やＮＰＯ法人並びに近隣都県の社会福祉協議会、日本赤十字社各支部等の関係団体を 

通じて、広くボランティアの参加を呼びかける。 

   なお、東日本大震災においては、特にホームページやブログなどのネットでの情報公開により  

電話などによる問合せを少なくできたことから、インターネットを利用した参加の呼びかけを推進

する。 

 

５ 災害時におけるボランティアの登録、派遣（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、環境生活

部、県土整備部、市町村） 

 災害の状況に応じた、より実際的なボランティア活動体制を立ち上げるため、ボランティアの受付、

登録は原則として発災後に実施することとし、県、市町村及び関係機関が十分な連携を図りながら  

迅速に対応するものとする。 

（１）県担当部局による登録 

 専門分野での活動を希望する個人及び団体については、県の各活動担当部局が中心となって対応

する。 

 県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市

町村等と調整の上、派遣する。 

   ※平時に登録を行っている。 

（２）災害ボランティアセンターによる登録・派遣 

 県災害ボランティアセンターでは、県内全体のボランティアに関する情報の収集や提供等を行い、

市町村災害ボランティアセンター又は広域災害ボランティアセンターでは、一般分野での活動を希

望する個人及び団体について受入、登録する。 

市町村災害ボランティアセンターで受け入れたボランティアについては、市町村内のボランティ

アの需要状況をもとに派遣する。また、広域災害ボランティアセンターで受け入れたボランティア

活 動 分 野 個 人 ・ 団 体 県 受 付 窓 口 

医療救護、地域保健 
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、

保健師、栄養士、歯科衛生士等 

健康福祉部健康づくり支援課 

健康福祉部医療整備課 

健康福祉部薬務課 

被災建築物応急危険度判定※ 

被災宅地危険度判定※ 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 

高齢者支援 支援団体 健康福祉部高齢者福祉課 

障害者支援 支援団体 健康福祉部障害福祉課 

外国語通訳、翻訳、情報提供 

(公財)ちば国際コンベンション 

ビューロー語学ボランティア、災

害時外国人サポーター 

総合企画部国際課 

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア無線連盟 

千葉県支部 
防災危機管理部危機管理課 
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については、被災地におけるボランティアの需要状況をもとに、派遣先や派遣人員等を被災市町村

と調整のうえ、派遣する。 

さらに、活動希望者が全国規模で予想される場合には、近隣都県の社会福祉協議会等の協力を得

て受付、登録事務を進めるものとする。 

（３）ボランティアニーズの把握 

被災市町村は被災現地における体制を整備し、被災地市町村災害ボランティアセンターと連携の

うえ、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

 県災害ボランティアセンターは、被災市町村災害ボランティアセンターとの連絡を密にし情報収

集するとともに、各種ボランティア団体との情報交換等により、県全域のボランティアの需要状況

の把握に努める。 

（４）各種ボランティア団体との連携 

 県災害ボランティアセンターは、市町村社会福祉協議会、独自に活動するボランティア団体・Ｎ

ＰＯ法人等と十分な情報交換を行うとともに必要な支援策を実施し、密接な連携の下に災害支援活

動を進める。 

 

６ ボランティア受入体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、市町村） 

（１）食事、宿泊場所の提供 

 ボランティアについての食事や宿泊場所については、自己調達を基本とする。 

（２）市町村災害ボランティアセンターの活動拠点の提供 

 市町村災害ボランティアセンターの活動拠点については、市町村が用意する。 

また、広域災害ボランティアセンターの活動拠点については、県が用意する。 

（３）活動費用の負担 

 ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる市町村が負担

する。ボランティアが活動に必要とする資機材については、県社会福祉協議会や市町村社会福祉協

議会においても、予め用意を行うことが望ましい。 

（４）保険の付与 

 ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、県災害ボランティアセンターは県内で活動

するボランティアの把握に努め、被災地市町村災害ボランティアセンターにおいては、ボランティ

ア保険の加入を活動の条件とする。 

 

７ 災害ボランティアセンター運営スタッフ等の養成等（防災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、

教育庁、市町村） 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進めるためには、その活動を支援する災害ボ

ランティアセンターの運営スタッフ等には、調整能力など高い専門性が必要である。 

そこで、各種研修会や講習会を通じて、普段から災害ボランティアセンターの運営スタッフ等の養

成を進める。 

また、発災時に迅速な受入ができるよう災害ボランティアセンターの開設・受入・調整についての

マニュアル作成や訓練の実施等により体制を整備するとともに、被災者の多様なニーズに応えられる

よう、多様な立場の者の能力が活用され、意見が反映されるよう、常日頃から連携体制の強化に努め

る。 
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８ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 

 日本赤十字社千葉県支部は、災害時の救援活動に参加・協力するボランティアを養成するため、  

次の計画に基づき研修・訓練を実施する。 

 また、大規模災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、ボランティアの受付、連絡

調整等を行う防災ボランティアリーダー（コーディネーター）の養成を進める。 

 

 

 その他に次の９奉仕団が個別に研修・訓練を実施する。 

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割）  

千葉県赤十字地域奉仕団 
非常食の炊き出し、給食、義援金の募集、避難所の運営補助（受

付、清掃、案内等）、献血の呼びかけ・受付等 

千葉県青年赤十字奉仕団 
避難所の運営補助（清掃・案内・乳幼児の世話、障害を持つ人の

介助等）、救援物資の収納管理・配布等 

千葉県赤十字安全奉仕団 
災害現場又は傷病者の救護所での搬送補助・応急手当、救援物資

の搬送及び配布等 

千葉県赤十字看護奉仕団 
災害現場又は救護所での医療スタッフの補助・応急手当、巡回診

療補助、避難所での運営補助（健康相談・血圧測定等） 

千葉県赤十字語学奉仕団 通訳（診療の補助、各種案内等）、外国人被災者の安否調査等 

成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 外来患者の補助、入院患者の生活介助、院内の案内、清掃等 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団 
災害現場又は救護所での傷病者の搬送補助・応急手当、無線通信

による情報収集、広報、救援物資の搬送及び配布等 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団 避難所での運営補助（救援物資の搬送及び配付等） 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団 避難所の子どもたちに対する遊びや学習の支援等 

 

項       目 対  象 実  施  内  容 

防災ボランティア一般説明会 新規登録者 防災ボランティアの概要等 

防災ボランティア研修会 登録者全員 グループワーク、講演等 

防災ボランティアリーダー養成講習会（本

社） 
候補者 ボランティアセンターの運営方法等 

防災ボランティア地区リーダー養成講習会 候補者 
地区におけるボランティアセンターの

運営方法等 

防災ボランティアリーダー研修会 リーダー グループワーク、研修会の運営等 

防災ボランティアリーダー・地区リーダー

フォローアップ研修会 

リーダー・地区

リーダー 
グループワーク、地区研修会の運営等 


